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総務課課長補佐 菅 野 利 行
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東京電力（株）
福 島 原 子 力
被災者支援対策 林 孝 之
本部福島地域
支 援 室 室 長

東京電力（株）
福 島 原 子 力
被災者支援対策 皆 川 喜 満
本部福島地域
支援室副室長

職務のための出席者
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付議案件

１ 東日本大震災並びに原子力発電所事故に関することについて

 「東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋」のステップ

２の進捗状況及び今後の見通しについて

 原子力損害の賠償について
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開 会 （午前 ９時００分）

〇議長（猪狩利衛君） 皆さん、おはようございます。それでは、定刻になりまし

たので、ただいまより全員協議会を開会いたします。

ただいまの出席議員は14名であります。欠席議員は１名であります。

説明のための出席者は、町長、他13名であります。

職務のための出席者は、議会事務局長、庶務係長であります。

お諮りいたしますが、この会議は公開にしたいと思いますが、異議ございません

か。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（猪狩利衛君） 異議なしと認めます。

では、そのように決します。

それでは、早速付議事件に入りますが、ここで東京電力に入室を願います。

それでは、暫時休議します。

〔東京電力（株）入室〕

休 議 （午前 ９時０２分）

再 開 （午前 ９時０４分）

〇議長（猪狩利衛君） 再開いたします。

それでは、付議事件に入りますが、付議事件に入るに先立ち、今回の災害対策本

部長であります遠藤町長よりあいさつを求めます。

遠藤町長。

〇町長（遠藤勝也君） 皆さん、おはようございます。町長及び災害対策本部長と

してごあいさつを申し上げます。

東日本大震災と原子力災害により、避難を余儀なくされてから本日で195日目と

。 、 、なります 郡山ビッグパレットの避難所は ８月31日をもって閉鎖となりましたが

県内の１次、２次避難所にはまだ避難されている方が残っておりますので、今後は

町民の皆様と対話をしながら、自立生活再建に向けて仮設住宅等にスムーズな移行

ができるように進めてまいりたいと考えております。

osada
タイプライターテキスト
▷
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次に、主な災害対策項目、各班の取り組み状況についてご報告いたします。

、 、 、 、 、 、まず 仮設住宅につきましては 郡山市 三春町 大玉村 いわき市に建設され

順次入居を進めております。

次に、一時帰宅につきましては、第１巡目が終了し、９月24日から２巡目の帰宅

が行政区ごとに始まる予定となっております。

次に、診療所につきましては避難所の健康を守るため、大玉村に仮設診療所が完

成し、10月１日より開所する予定となっております。また、健康不安の解消を目的

に、ホールボディカウンターによる放射線内部被曝検査を10月中旬より実施する予

定となっております。

以上が今までの経過あるいは今後の取り組みの内容でございます。

なお、本日は議会のほうからの招集により東京電力に対するこれに関すること等

今後の道筋あるいは損害賠償案についての説明、あるいは議論ということになるわ

けでありますが、今回の定例議会の一般質問の中にもこれに関連するような質問が

ございます。町側の答弁ができないようなことにつきましては、しっかりと今日の

機会に質問されている方については、一般質問等関連するものはどうかこの機会に

しっかりと東京電力のほうに質問して理解をいただくようにお願いしたいというふ

うに思います。どうぞよろしくお願いします。

〇議長（猪狩利衛君） それでは、東京電力株式会社のほうから小森常務ほか７名

の職員が参っておられます。代表しまして小森常務のほうからごあいさつをいただ

きます。

小森常務。

〇東京電力（株）常務取締役原子力・立地本部副本部長（小森明生君） 皆さん、

おはようございます。東京電力の小森でございます。

このたびの震災によりお亡くなりになられた方々に対してはご冥福をお祈り申し

上げますとともに、被災された皆さんにもお見舞いを申し上げさせていただきたい

と思います。いずれにしましても、福島第一の事故におきまして、放射性物質の外

部への放出ということで皆様に多大なご迷惑、ご心配をおかけし続けておりますこ

とに関して、改めまして深くおわびを申し上げさせていただきます。特に長年ご支
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援していただいてきております富岡町の皆様には、地震、津波による被害に加えま

して、発電所から放出された放射性物質の影響によりまして、遠隔地へ避難を余儀

なくされ、精神的、肉体的に耐えがたいご苦労、ご不便をおかけしておりますこと

につきまして本当に申しわけなく、重ねておわびを申し上げる次第であります。

本日は、福島第一の事故の収束に向けた取り組み及び賠償に関するご説明をさせ

ていただく機会をいただきまして、まことにありがとうございます。福島第一の事

故に関しましては、現在政府や関係機関などと緊密に連携を図りつつ、電力各社あ

るいは協力会社、さらには海外の応援なども得ながら、一日も早い事態の収束に向

。 、けて全力を傾けておるところでございます ６月の末には福島第一安定化センター

現場に近いところで事故収束を図ることで発電所と一体となって努力をしておりま

して、私自身も先頭に立って指揮をとってございます。

４月17日に福島第一原子力発電所事故の収束に向けた道筋というのを公表いたし

、 。 、まして ５カ月がたちました ３カ月の間のステップ１というものにつきましては

その目標を達成したということで、現在はステップ２というステージに移行してご

ざいます。ステップ２では、放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑え

られているという状況を目指して、ただいま一生懸命取り組んでいるところでござ

います。昨日ステップ２の２カ月目ということで、進捗状況について公表させてい

ただいておりますが、詳細につきましては後ほど皆川より説明させていただきます

が、ステップ２で設定した目標時期につきましては達成可能というふうに考えてお

りまして、目標を年内に達成したいということで全力を尽くしてまいりたいという

ふうに考えてございます。いずれにしましても、避難されている方々のご帰宅の実

現というためのまず最初のステップといいますか、きっかけになるというふうに思

いますので、全力で引き続いて取り組んでまいる所存でございます。

賠償につきましては、時間の経過とともに影響の範囲や規模の広がりを通じてさ

まざまなご意見やご要望を伺っております。東京電力は、８月の５日に原子力損害

賠償紛争審査会におきまして中間指針が決定されたということを踏まえまして、８

月の30日に本格的な賠償に関する手続やスケジュール及び賠償の基準など、事故に

よる原子力損害への本補償に向けた取り組みというものをお知らせしております。
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９月12日には本格的な賠償の開始に向けまして請求書類の発送、受け付けを開始し

たところでございます。いずれにしましても、ご迷惑をおかけしている皆様方への

賠償を迅速かつ公正に取り組んでまいるという所存でございます。

なお、本日の午後には法人、個人事業主の皆様にかかわる損害項目に対する賠償

につきまして、算定方法、受け付け、支払いなどに関するスケジュールにつきまし

てお知らせをし、公表をする予定でございます。いずれにしましても、引き続きご

理解、ご協力を賜りたくよろしくお願いする所存でございます。

それでは、事故の収束、賠償につきましては、順次皆川、平井より説明をさせて

いただきたいと思います。本日は、ありがとうございます。

〇議長（猪狩利衛君） それでは、早速付議に入りますが、皆さんにお諮りをいた

したいと思います。

、 、日程表のとおり当初ステップ２ということですが ステップ１も含めてこの質疑

応答をいたしまして、その後賠償問題についてはまた別に引き続きご協議をいたす

ということにしたいと思いますので、ご協力をお願いをしたいと思います。

それでは、早速でございますが、東京電力のほうから説明を求めます。

皆川さん。

〇東京電力（株）福島原子力被災者支援対策本部福島地域支援室副室長（皆川喜満

君） 福島地域支援室の皆川でございます。私から福島第一原子力発電所の事故の

収束に向けた道筋につきましてご説明をさせていただきたいと思います。

お手元に資料を配付させていただいております。福島第一原子力発電所事故の収

束に向けた道筋、進捗状況のポイントということで資料の１、また資料の２、資料

の３ということで関係した資料を３つ配付させていただいております。それから、

資料の１の概略、進捗状況のポイントをもちましてご説明をさせていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

初めに、改めましてこの道筋の基本的な考え方でございますけれども、原子炉及

び使用済み燃料プールの安定的冷却状態を確立しまして、放射性物質の放出を抑制

することで、避難されている方々のご帰宅の実現と国民の皆様が安心して生活いた

だけるよう全力で取り組むものでございます。
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２番、目標、達成時期等でございますけれども、この道筋につきましては段階を

ステップ１、ステップ２ということで２段階で設定させていただいておりまして取

り組みをさせていただいているところでございますけれども、最初の段階でありま

すステップ１につきましては、目標を放射線量が着実に減少傾向となっているとい

うこととさせていただいておりましたけれども、７月19日にステップ１につきまし

ては、まずは目標を達成したということで確認をさせていただいております。現在

取り組んでおりますステップ２でございますけれども、ステップ２は目標を放射性

物質の放出が管理されて、放射線量が大幅に抑えられているということを目標とし

。 、ております この目標達成時期については変更なしとさせていただいておりまして

ステップ２につきましてはステップ１終了後の３カ月から６カ月程度ということ

で、したがいましてことしの10月から来年１月を目標としているところでございま

すけれども、最終的な目標につきましては年内をめどに達成するべく、全力を挙げ

て取り組むこととさせていただいております。

課題の２の使用済み燃料プールでございますけれども、こちらにつきましてはプ

ールの水を冷却するということで、現場におきまして熱交換器を使いまして本格的

な冷却を実施しておりまして、こちらにつきましてはプールの水温が現在は１号機

から４号機まで30度から40度の範囲に水温が下がっているということで、ステップ

２の目標を達成済みということで確認させていただいております。

また、建屋内の滞留水でございますけれども、全体量につきましては豪雨や処理

施設の長期停止にも耐えられるレベルまで減少しております。現在循環注水冷却を

継続しまして、こちらにつきましてもシステムをこれから強化するというところで

ございます。

また、原子炉圧力容器の底部の温度につきましては、１号機につきましては９月

19日時点でございますけれども、84度、２号機につきましては113度、また３号機

につきましては91度となっておりまして、１号機は100度以下で安定している状況

でございます。今後２号機、３号機につきましても効果的な注水を行いまして、圧

力容器の底部の温度などを監視しながら、放射性物質の放出を管理しまして、冷温

停止状態への移行を目指すものでございます。
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その後、管理放射線のモニタリングの結果から放射性物質の放出量を最終評価い

たします。なお、最終評価までの期間につきましては、放射性物質の放出量の評価

は継続して実施し、公表することとさせていただいております。

このような取り組みを実施することによりまして、原子炉などのより安定した冷

、 。却と放射性物質の放出を管理 抑制できていることを確認することとしております

次に、具体的な各課題の状況でございますけれども、３番に至近１カ月の総括と

今後の取り組みということでまとめさせていただいております。

最初に、課題１の原子炉でございますけれども、原子炉につきましては現在注水

ラインを変更しまして、より効果的な冷却を開始しているところでございます。２

号機、３号機につきましては、従来使っておりました給水ラインに加えまして、コ

アスプレイ、炉心スプレイ系からの注水を開始しているところでございます。注水

量につきましては、１号機が毎時約3.6立米、２号機が7.6立米、３号機が約12立米

でございます。１号機の原子炉圧力容器の底部温度につきましては、先ほどご説明

しましたけれども、100度以下で安定しておりまして、２号機、３号機につきまし

ても冷温停止状態達成に十分な注水量を把握しまして、100度Ｃ以下の安定を目指

すところでございます。

続きまして、課題の３番、滞留水でございますけれども、滞留水につきましては

水位は豪雨や処理施設の長期停止にも耐え得るレベルに到達しております。滞留水

の処理実績につきましては、これまでの累計が約９万5,420トンでございまして、

１週間の平均稼働率、最近の稼働率としましては83％程度。また、滞留水の水位に

つきましては、当面の目標レベルでありますＯ．Ｐ3,000、これは海面上約３メー

トルということでございますけれども、達成しているところでございます。発電所

の敷地におきますピットの上端の高さにつきましては、Ｏ．Ｐ4,000の高さにござ

、 、いますので それを超えると水があふれてしまうという状況でございますけれども

現在そのレベル比べて１メートル程度下がっている状態で確保ができているという

ところでございます。

また、滞留水の安定的な水処理に向けまして、セシウムの吸着処理施設につきま

しては、第２吸着システムとしましてサリーと称する設備を設置しております。こ
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のようなことで除染処理施設の増強につきましては完了しているという状況でござ

います。

加えまして、淡水化装置であります蒸発濃縮装置によります塩分処理施設も増強

中でございまして、こちらは10月中旬に設置予定でございます。

次の課題４、地下水でございますけれども、地下水につきましては遮水壁の基本

設計を完了したところでございます。こちらが８月中に完成、この基本設計につい

、 。て完了しておりまして 現在工事着手に向けまして詳細検討を実施中でございます

続きます課題の５、大気、土壌関係でございますけれども、現在３号機の原子炉

。 、建屋上部におきまして瓦れきの撤去作業を開始したところでございます こちらは

、 。９月10日に開始しておりまして ４号機についても間もなく開始予定でございます

なお、先行しております１号機につきましては、原子炉建屋の周りにプラスチック

製のカバーを設置するということで、こちらにつきましては骨組みの工事が終了し

まして今金具の設置工事を実施中でございます。撤去しました瓦れきにつきまして

は、保管エリア内に整理して管理しております。加えまして、こちらは次は今回新

、 、しく追加しました項目でございますけれども 原子炉格納容器のガスにつきまして

それを管理するシステムの製作を開始したところでございます。この格納容器のガ

ス管理システムをもちまして、こちらでは注水したガスをフィルターを通しまして

モニタリングした上で放出するということで、格納容器からの放射性物質の放出を

さらに低減するという設備でございます。

続きまして課題の６ですけれども、こちらは放射性物質の測定、また放出量の低

減、公表でございますけれども、現時点におきます放射性物質の放出量を評価して

ございます。１号機から３号機からの現時点の放出量につきましては、下の図面に

もございますけれども、現在原子炉建屋の上部、また陸域、これは敷地内ですけれ

ども、また加えまして海上での空気中の放射性物質の濃度の測定を実施しておりま

して、それをもとに総合的に評価をしてございます。今回の評価によります現在の

放出量の最大値は、１号機から３号機までの合計で約１時間当たり２億ベクレルと

いうことで推定しております。こちらにつきましては、事故時、事故の発生直後最

大でありました３月15日時点と比べまして約400万分の１という放出量ということ
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で評価しておるところでございます。この放出量によります敷地境界におきます年

間被曝線量、こちらも評価しておるところでございますけれども、この数字につき

ましては最大で年間約0.4ミリシーベルト、400マイクロシーベルトといって評価を

いたしているところでございます。

継続的に原子炉建屋の上部、また陸域や海域での空気中の放射性物質の濃度の測

定を実施しまして、放出抑制対策に伴います放出量の低減傾向を把握することとし

ておりまして、今後より精度の高い評価を実施する予定でございます。

また、除染につきましては、これは政府から除染推進に向けた基本的な考え方、

また除染に関します緊急実施基本方針などが決定されております。８月下旬から除

染の実証事業を伊達市、南相馬市において開始されているというところでございま

す。

続きまして課題の７番、余震対策としましての津波、補強等でございますけれど

も、こちらにつきましては５号機、６号機を含めた全号機につきまして原子炉建屋

の耐震安全性評価を８月中に完了したところでございます。

課題の８、作業員の方々の生活、職場環境の関係でございますけれども、仮設の

寮をＪヴィレッジの中に設置しておりまして、1,600人分の建設を完了していると

ころでございます。

課題の９番、作業員の方々の放射線管理、医療でございますけれども、こちらに

つきましては健康管理を充実するべく、夏場に限定でありました５号機、６号機に

設けました救急医療室につきましても恒常施設化を図っているとともに、看護師、

放射線技師の派遣も開始したところでございます。

、 、 、最後の課題10でございますけれども 要員育成 配置関係でございますけれども

これから作業現場で必須になる放射線管理要員を常時置きまして、放射線関係の要

員育成の研修を継続実施するものでございます。

資料の２につきましては、統一課題についての説明資料でございまして、資料３

につきましてロードマップ等、全体を説明をまとめた資料でございますので、内容

の説明は省略させていただきたいと思います。

福島第一原子力発電所、事故の収束に向けた道筋のご説明につきましては、以上
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で終わらせていただきます。

〇議長（猪狩利衛君） ただいま皆川さんにおいては、福島原子力被災者支援対策

本部福島地域支援室副室長というような立場ですが、あえて甚だ失礼であったわけ

ですが、私のほうから災害当時、福島第一の副所長であったというようなことで、

皆川さんに発生当時も含めていろいろ皆さんがご質問あるというような話ありまし

たので、説明を実はいただいたわけでございます。本来ならば小森常務あるいは石

崎立地本部副本部長が説明されるほうが通常だと思ったわけですが、その辺まで私

のほうで関与いたしたことをまず東京電力の皆さんにおわびを申し上げます。そう

いうことで今回はステップ２というのが議題になっておりますが、当時の状況等も

含めて皆さんからご質問があれば質問をしていただきたい、このように思います。

それでは、質問を許します。

14番、関友幸君。

〇14番（関 友幸君） 座ったままでよろしいですか。

〇議長（猪狩利衛君） はい、いいです。声を大きくしてください。

〇14番（関 友幸君） はい。では、立って。２点ほどお聞きしたいのですが、ま

ず目標、達成時期の２番の中で、冷温停止状態へ持っていくというところでありま

すが、冷温停止状態というのはこれまでの東京電力の説明だと、大体温度が68度く

らいで冷温停止というような、そういったことだというふうに認識しているのです

が、ここでいう冷温停止の温度というのは何度なのか正確にお伝え願いたいという

ふうに思います。

それから、いろいろ汚染された汚染水については、ある程度減少、それから事態

も耐えられる状況にあるというふうな書き出しになっておりますが、例えばメガフ

ロートは現在どのくらいの量になってどういう状態であるのか。とりわけ今度15号

の台風などに十分耐えられる状況になっているのか、その辺２点お尋ねします。

〇議長（猪狩利衛君） 答弁は、常務さんでも石崎さんでもどなたでも結構です。

小森常務さん。

〇東京電力（株）常務取締役原子力・立地本部副本部長（小森明生君） まず、冷

温停止状態ということの定義に関しては、お手元の資料２の１ページをごらんいた
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だければと思います。まず、冷温停止というのは、通常の定期検査も含めまして事

故状態でないプラントにつきましては、沸騰しない100度未満ということが一つの

条件になっております。また、使用済み燃料プールにつきましては、65度という基

準がございまして、温度を安定させるということでございますが、まず炉心側のほ

うの冷温停止というのは、炉心がもう壊れてございますので、温度だけでは定義で

きないいうことが１つあります。しかしながら、沸騰をさせないという意味合いで

は、圧力容器底部の温度がおおむね100度Ｃになっていることで、１ページ目の１

の黒ぽつ３つの下のあたりに今回の事故にかんがみて国とも相談し、書いてござい

ますのが水そのものをかけてございますので、水の温度、流れる水の温度をはかる

ことは原理的に難しいということもございまして、圧力容器の底部におおよそ溶け

た燃料があるだろうということも含めて 金属の温度を代表点としておおむね100度、

Ｃ以下にするということと、それだけでは十分ではなくて、放射性物質の放出を管

理して、追加的な放出によりまして被曝線量が大幅に抑制されているというところ

まで込みで原子炉の安定状態を確保する。そういう定義をある面では暫定的に置い

ているというところでございまして、これ自身は既に７月時点でもお話をしておる

ところでございます。

それから、メガフロートの量は、この点はメガフロートにつきましては１万トン

ぐらい貯水ができるところでありますが、現状では約7,150トンぐらいをためてご

ざいます。少し余裕を持たせてありまして、これにつきましては５、６号機側のほ

うのそれほど汚染のない建屋内で少し地下水が入ってきているようなレベルの低い

水をためているという状況でございまして、１から４号機の事故を起こしたプラン

トのような高汚染水をためているわけではございません。いずれしましても、まだ

余裕を残しているということと、それから台風につきましては係留も含めまして、

港湾内でございますけれども、港湾そのものについてはテトラポットでの損壊部分

の補強等も実施しておりまして、しっかりと監視も含めて対応していくということ

で、ちょっと台風が暴風圏に入る可能性があるということは非常に我々としても緊

張して対応してまいりたい。

以上です。
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〇議長（猪狩利衛君） 14番、関友幸君。

〇14番（関 友幸君） 大体理解はするわけですが、そういった点で通常の冷温の

状態というのは、通常の何もないときの状況ではなくて、炉心溶融されて、そうい

った中でもっと複雑な対応を監視しているということだというふうに思うのです

が、今後まず今までだったら年間それなりの使用済み燃料等も含めて六ヶ所のほう

に搬送だとかそういうことが定期的に行われたと思うのですが、そういった部分で

こういった事態になったとき六ヶ所のほうの受け入れ状態というのも青森県民から

すればかなり神経質になっているのではないのかな、そういうことでそういったこ

とが影響して、そういった使用済み燃料やその他の汚染物質がやはりずっと第一原

子力施設内にとどまっていくというようなふうなことが懸念されるわけですが、そ

の辺についての見通しについてもちょっとお尋ねしておきたいというふうに思いま

す。

〇議長（猪狩利衛君） 小森常務。

〇東京電力（株）常務取締役原子力・立地本部副本部長（小森明生君） 使用済み

燃料プールに入っています燃料と、それから溶けた溶融している燃料と２つ燃料関

係については処理をしていかなければいけないという関先生のご指摘につきまして

は、どちらも課題としては非常に難しいところでございまして、今ステップ２の中

では現状をとにかく安定して、そういうことの作業をできる段取りをつけようとい

うところがステップ２の状況でございます。今原子力委員会のほうでは、中長期的

な課題ということにつきまして専門の委員会を発足しておりまして、９月までに３

回ほど議論が進めてございます。その中で使用済み燃料プールからの燃料の取り出

しの話と、それから炉心からの溶融した燃料の取り出し、そちらについての議論も

少し始まったという状況でございまして、そこでの議論につきまして少し概要につ

いてお話しさせていただきたいというふうに思いますが。まず、使用済み燃料プー

、 、ルのほうの燃料につきましては 中期的な課題というふうなとらえ方ですけれども

なるべくそう遠くない先に燃料の健全性を確認した上で、炉プールからは排出して

いきたいというふうに考えてございます。その一つのやり方としては、乾式のキャ

スクというものに入れておくということが一つあります。それは、どこに持ってい
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くかということも含めて、今後全体のサイクル政策も含めた議論ということになり

ますので、東京電力だけで何か物事が動かせるということではございませんので、

政府あるいは原子力委員なりがそこに関与しているというふうに理解しております

が、まず技術的には使用済み燃料プールから燃料の健全性を確認した上で、乾式の

キャスクのようなところに取り出すと。それの持っていき場所としては、健全であ

れば六ヶ所もしくは東京電力としても検討しておりました中間所のところ、そうい

ったところも含めて、技術的には検討ができるであろう、搬出の可能性はあるだろ

。 、 、うと思っております ただし どちらにしましても今福島第一の事故に伴いまして

建設あるいは議論そのものについてはまだこれからということでございますので、

技術的にはそういう条件を東京電力としては出せるような検討を進めてまいりたい

と思います。ただし、いつどういう形で搬出できるかということについては、国全

、 、体の議論も含めて 我々としてもできる限りの努力はしてまいりたいと思いますし

そこに向けての準備もしてまいりたいと思います。

それから、炉心の中にあります溶けた燃料につきましては、これは技術的に非常

に課題が大きいわけでございます。したがいまして、現時点での原子力委員会での

議論もまずはどういう状態になっているかという調査あるいはモニタリングも含め

た技術開発要素として今からちゃんと準備をしていくということでございまして、

どういう実態になっているかということをサーベイしたり、モニターするための技

術開発、これを国の原子力機構さん等と国の専門家の知恵あるいは海外の知恵も入

れて技術開発を進めていこうということで、これはそう簡単には技術的にもいかな

いかもしれない。ただし、今の状態を見て、あとはできれば格納容器の中に水をた

めるような状況にできれば、水中での作業ができるのではないかというのを一つの

ベースケースとして議論をしておりますが、ためるために漏えい箇所の補修等につ

きましても技術開発が非常に必要でございます。その議論を今まさに今の時点から

検討を始めておかないといけないということで議論が始まっている状況でございま

す。ちょっとこれは進捗がそんなに急に進むわけではございませんが、確実に進め

ていかなければいけないということで東京電力としても技術開発等々あるいは検討

についても参画をしてステップ２以降の話についてもしっかりと対応してまいりた
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い、そういう状況であります。

以上です。

〇議長（猪狩利衛君） 14番、関友幸君。

〇14番（関 友幸君） おおむね理解はいたします。しかし、地元からすればやは

り一日も早く帰りたいというような、そういうニュアンスが流されておりますが、

実際厳しいという部分を真実をやっぱり県民に知らされていかないと、やはり地元

の自治体もそうですけれども、大変混迷することになると思うので、事実は事実と

してこれからも真実を公表していただきたいというふうに思っております。

あと、これは今の状況だと炉内の気圧というのは、通常運転中が70気圧とかとい

うことでなっていますが、現在の炉内の気圧というのはどのくらいの気圧になって

いるのかわかればお知らせください。

〇議長（猪狩利衛君） 皆川君。

〇東京電力（株）福島原子力被災者支援対策本部福島地域支援室副室長（皆川喜満

君） 現在の炉内の気圧でございますけれども、１号機から３号機まで大体0.01メ

ガパスカルから0.08メガパスカルの間になっております。

〇14番（関 友幸君） 気圧にすると……

〇東京電力（株）福島原子力被災者支援対策本部福島地域支援室副室長（皆川喜満

君） 気圧にしますと、0.1気圧から0.18気圧という状態です。

〇14番（関 友幸君） はい、わかりました。

以上です。

〇議長（猪狩利衛君） 小森常務。

〇東京電力（株）常務取締役原子力・立地本部副本部長（小森明生君） 数値は今

申したとおりでございますが、いずれにしましても大気圧にかなり近いところと、

それから圧力容器そのものの健全性も疑わしいという前提で格納容器の圧力も確認

、 。 、をして 今後外部への放射性物質の放出する管理をしていく必要がある 圧力容器

いわゆる格納容器。格納容器からも漏えいしているという前提で管理をしていくと

いうことが必要かと思います。情報の公開につきましては、先ほどの原子力委員会

につきましても関連資料も含めて公開されておりますし、我々のほうからも必要な
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説明は今後も継続して皆様方にお知らせをしていきたというふうに考えてございま

す。

以上です。

〇議長（猪狩利衛君） ほかにありませんか。

11番、渡辺三男君。

〇11番（渡辺三男君） 私からは２問ほどちょっとお聞かせください。４番なので

、 、 、すが 遮水壁 地下水汚染防止のために工事設計が完了したということなのですが

図面を見ますと、６ページの図面を見ますと、海側だけなのですよね、これ。海側

だけであれば海に出ていく分は防げるかと思うのですが、私単純な考えで言います

と、海側をふさげば当然地下水に浸透していくという考え方もあるのかなと思うの

です。そういう部分で逆に言うとかえって怖い面があるのかなと。国で今必死にな

、 。って最終処分場を国を挙げて模索している中 ＮＵＭＯという宣伝していますよね

地下を掘って研究している研究施設も研修してきましたが、石であろうが岩であろ

うがかなりの地下水があるのです。第二原発とか原子力発電所周辺はかなり岩が強

い板に設置してあるということは聞いておりますが、岩であってもやっぱり地下水

、 。の浸透があるということで その辺はどのように考えているのかお聞かせください

あと、６番なのですが、１号機から３号機合計約２億ベクレル、事故時に比べ約

400万分の１となっていますが、事故時に比べ400万分の１というとすばらしい低い

数字なのかなともとれるのですが、通常値からいうとどのくらいの数字なのか、そ

の辺をお聞かせください。

〇議長（猪狩利衛君） 小森常務。

〇東京電力（株）常務取締役原子力・立地本部副本部長（小森明生君） 遮水壁に

ついて私のほうからお答えをし、今の２億ベクレルに関しては皆川のほうからお答

えさせていただきたいと思いますが、まず遮水壁につきましては、まず海への放出

を万が一でも防ぐという意味合いで通水層というのが２つありまして、水を通しに

くい層、水を一層よりさらに深いところの通水層につきましても遮水をしようとい

うところ、深さで大体22から23メートルというような板を打ち込もうというような

ことをまず決めました。今やっておりますのは、陸側のほうにつきましてどういう
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水の流れがあるいはどういう地下水の挙動かという意味合いでボーリングをしてご

ざいます。海側の話に加えて陸側についてどういう地下水の挙動があるかというこ

とを含めて必要な対策が陸側でも必要なのかなと。あるいは通水層というところを

。 。陸側のほうで遮断したほうがいいのか 遮断しても水道で回ってくるかもしれない

そういうことも含めて今検討をしている最中でございまして、その設計は今でも基

本設計として実施中でございます。あとは、お話がございましたとおり、どのぐら

いの浸透をしていくかということにつきましてでございます。おおよそ大体３度か

ら４度ぐらいの傾勾配をもって流れているようですので、地下水そのものも深いと

ころではそんなに長く毎日何十メートルも流れているということではないようでご

ざいますけれども、そこについてはよく調査をして、その地域に応じた遮水設計を

しないといけないということで検討している最中でございます。これにつきまして

も検討結果が出ましたら公表させていただくということで、これで終わったわけで

はございません。

以上です。

〇議長（猪狩利衛君） 皆川さん。

〇東京電力（株）福島原子力被災者支援対策本部福島地域支援室副室長（皆川喜満

） 、 、君 続きまして 放射性物質の放出量の２億ベクレルの件でございますけれども

こちらにつきましては今回の事故の現在の状況ということで評価した数字でござい

ますけれども、通常どれぐらいかということにつきましては最近の実績でいきます

と、発電所から気体状の放射性物質については、放出はほとんど検出限界以下とい

う状況になっているところでございます。時々放射性物質の粒子状物質の放出が確

認されたことがありまして、通常は検出限界以下というところで、通常の発電所の

管理の中でそういうような実績になっているところでございます。ただ、この数字

がどのような位置づけの数字になってくるかということでございますけれども、今

回この２億ベクレルを用いまして、敷地境界におきます年間の被曝線量を評価して

おりまして、その評価値が年間で最大で約0.4ミリシーベルトと評価させていただ

いております。それで、発電所につきましては、これは通常の状態で発電所の敷地

境界におきまして、要は周辺の住民の方の被曝の限度ということで、それは年間で
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１ミリシーベルトという決めがございまして、それよりさらに低くということで

50マイクロシーベルトとかそういったところを下回るように管理をしているという

ところでございます。そのようなことでちょっと実績に比べますとそんな関係にな

りますけれども、そもそも発電所の管理の考え方からしますと、数字が今現状でも

低い状態になっているということでございます。年間約0.4ミリシーベルトですけ

れども、これは単純に１時間当たりということで計算しますと、１時間当たり約

0.05マイクロシーベルトという数字になります。この数字自体は、いわゆるバック

グラウンドといいますか、環境中にあるものを除いた数字でございますけれども、

0.05マイクロシーベルトという数字自体が通常のいわゆるバックグラウンドです。

通常の状態にある線量と同じぐらいのレベルになっておりまして、なおかつ敷地境

界での境界値でございますので、周辺になりますと、さらに線量が小さくなったり

ということでございまして、そのようなことから今現在の放射性物質の放出の評価

値につきましても大分小さいレベルになっているというところではございます。

〇議長（猪狩利衛君） 11番、渡辺三男君。

〇11番（渡辺三男君） 水壁に関しては、まさに小森常務さんの言うとおりだった

なと思うのです。今からボーリング調査などをして水管理目標を管理しようという

、 、 、状況を把握することですが 今までも耐震強度とかそういう意味で あと地震対策

地震層とかそういう関係でボーリング調査はいっぱいやっていますよね。その時点

でも水の流れとかそういう部分は、十分調査済みなのかなと私思うのです。そうい

うことから考えると、海側だけ遮水壁をつくるということは、とりあえずの一時し

、 、のぎなのかなと なかなかいい案が出てこないのかなと私は考えるわけなのですが

当然私たち議会、富岡議会で最終処分場の研究をしているところを見た限りではす

ごい水なのです、とにかく。ああいうこともデータとしては全部東京電力さんはも

う上がってきているのかなと思うのです。それなのにまだ今海側だけ遮水壁をつく

って、それで何とかもつだろうなんていう考えはかなり甘い話なのかなと思うので

す。そういうことなのですから、十分今後早急にやっぱりぐるっと囲うくらいの気

。 。持ちを持っていかないとこの問題が解決しないかなと思います ぜひお願いします

あと、放射能の数値の問題に関しては理解はできているのですが、言葉では理解
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できるのですが、実際現場近くに行くと本当にこの数字なのかなと疑問視する部分

ありますので、その辺は今後の出ている新聞などの報道などを見ながらじっくりな

りに判断していきたいと思います。また、先ほど関議員さんのほうから使用済み燃

料とかメルトダウンを起こした燃料、溶けた燃料です、そういう部分での質問あり

ましたが、国も電力さんも中間貯蔵施設という言葉いっぱい出てくるのですが、私

本来の気持ちは最終処分場がないのに中間貯蔵施設というのはあり得ないと思うの

です。だから、中間貯蔵施設イコール最終処分場だと思っているのです。だから、

本当に最終処分場をつくる気で、その念願がかなって中間貯蔵施設なら理解できる

のですが、その辺が私一番納得のいかないところです。今回も私ちょっと一般質問

にも出していますが、放射能物質がついた瓦れきとか今から除染して出る放射能物

質の汚泥とかそういういろんな問題あります。それも実際置き場所がなくて困って

いると。それも中間貯蔵施設なんてうたってくる可能性はあると思うのですが、私

はもう最終処分場のない中間貯蔵施設というのはあり得ないと思います。それで、

今現在もう６カ月だった段階で、国は一日も早く町民を帰そうかという考えでいる

みたいなのですけれども、テレビ、新聞ではもう20キロ内はもう目と鼻の先来てい

ます、帰る日にちが、ある程度新聞などの報道を見ますと。ただ、メルトダウンを

起こした先ほどの説明を聞くと、メルトダウンを起こしたものに関しては今から技

術開発をしていろんなことをやっていかなくてはならないという中で、私は帰宅と

いうのはあり得ないと思うのです。爆弾を背中にして寝ていると同じですから。そ

ういうことから考えると、本当にこの放射能、メルトダウンを起こした燃料に関し

ては今から技術開発をするのであれば、事故当事者の東京電力さんのほうからとに

。 、かくもう帰れないよということをはっきり言ってもらわないと困るのです だって

人間爆弾を背中にしょって寝る人はいないでしょう。そういう部分で電力さんはど

う考えていますか。

〇議長（猪狩利衛君） 小森常務。

〇東京電力（株）常務取締役原子力・立地本部副本部長（小森明生君） まず、道

筋も含めて事故の収束というものをどうとらえるかということでございますが、今

は建物が破損しているものも多数ありまして、漏えいをとにかく防いでいくと。そ
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の根本としては、沸騰しない状況に持っていくという、冷温停止状態に持っていく

というのがまず第一の節目かなということがステップ２までの考えでございます。

その先の話については、その状態を設備維持管理しながら安定的に続けるというこ

とと、さらにはいろいろな作業をしている中で構外にはご迷惑をかけないようにさ

らに管理していくということが必要だろうと思います。そういう状態の中で今言い

ました燃料の取り出し等々についての実施を行っていくということでございますの

で、我々としましては敷地の外にはとにかく迷惑をかけない状態にしていくという

のが最初の段階では水素爆発に対する対策でございましたし、安定的な状態になっ

た以降は設備の維持管理とか、さらに格納的なコンテナのようなものもつくるとい

うことを込みで実現していきたいというふうに考えているのが基本的なところでご

ざいます。いずれにしましても、そういうことができた上で、皆様のご帰還という

ことが条件になるというふうに考えているという状況です。

〇議長（猪狩利衛君） 11番、渡辺三男君。

〇11番（渡辺三男君） 説明の内容は、十分理解はできます。また、先ほど言った

ような状況だと私は考えておりますけれども、まず最善の努力をお願いしたいと思

います。お願いして終わります。

〇議長（猪狩利衛君） ９番、堀川一也君。

〇９番（堀川一也君） 前回本店に行ったときにもお願いしたのですが、例えば基

本的な考え方の中に避難されている方々のご帰宅の実現という表現なされています

が、先ほど常務が言われたように圧力容器の底がどんな状況になっているかわから

ないという状況の中で、結局ただいまの説明を聞きますと、多機能不全のままなの

です、やっぱり。全然内蔵が機能していない状況と同じなのです。そういう状況の

中でやっぱりこの表現はまずいと思うのです。皆さん、大丈夫ですよという前提に

は、今の状況ではなっていないと思うのです。それと、１号機、２号機、３号機に

毎時合計20立方以上の水を入れているわけですよね。健全であれば毎時20立方も入

れる必要ないのです、健全であれば。それが一体どこに行っているのか、蒸発する

のか地下に浸透しているのかと。毎時20立方ですから、計算すれば今まで６カ月間

出ているとすればすごい量ですよね。その辺の情報をやっぱりどのぐらい海に流れ
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てどのぐらい海に影響があるのかとか大気にどのぐらい出ているかというふうなこ

とを本当具体的に現状として実際の問題として先ほど関さんのほうからもありまし

たが、情報だけ出していただかないと判断できないですよね。ですから、やっぱり

情報を出していただきたい。例えば課題１の中の100度Ｃ以下と言っていますが、

底の部分の外側ですよね。先ほども常務が言われたように中の内部にはまだファイ

バーでも何でも入れてやるというふうな技術がないということで、中全然温度もと

れていないし、画面もとれないわけですよね。そんな状況の中でやっぱりそういう

ふうなせめてそういう数値的な情報、それから海や周りの大気に関する影響情報な

どをきちんと出していっていただかないと、やっぱりリアルタイムで出していただ

かないと大変なことになると思うのです。それから、１年以内に同じレベルの地震

が来るという懸念が、浜岡あたりではそういうことでストップになったのでしょう

が、ここでもし来たらどうするのか。ステップ、課題７には安全性評価が完了した

ということですが、もしか１年以内の余震なのか本震なのかわかりませんが、この

前の地震の余震であって、マグニチュード９まではいかなくても８ぐらいで、津波

も10メートルぐらいの津波が来た場合には、今のプラントで守れるのかどうか等に

ついても伺っておきたいと思います。

〇議長（猪狩利衛君） 小森常務。

〇東京電力（株）常務取締役原子力・立地本部副本部長（小森明生君） まず、情

、 、 、報につきましては モニタリングポスト もともと事故の前もそうでしたけれども

今は継続監視をしているところにつきましては、ホームページ等でも出しておりま

す。それから、環境測定につきましても国でやられている部分を含めまして公表に

ついては日々はかっているあるいは週ではかっている、いろいろございますが、公

表させていただいております。それから、先ほど原子炉圧力のご質問がございまし

たけれども、原子圧力だけではなくて、温度、格納容器の圧力等につきましては毎

日公表してございまして、それらも含めまして判断をしていくということでござい

ますので、決して情報を出さないというよりは、新たな情報も含めましてとれまし

た情報につきましては、まず公表していくというのが基本原則というふうに考えて

ございます。その上で、まず原子炉の中がわからないというようなお話でございま
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すが、詳細にちょっとわかっていないという前提でありますけれども、一つの発熱

体があって、そこに水をかけることによって、ある分は蒸発し、ある分は冷却し、

そこがどこに流れているかということについては、大きな意味合いでは原子炉建屋

経由でタービン建屋のところにたまっていくと。それは、常に毎日水位レベルの監

視してございます。それから、建屋の外につきましてはサブドレンといいます地下

水のピットがございまして、そこの放射線モニターを計測しているというところで

ございます。先ほど１時間当たり20立米強の水を下に流しているので、どうなって

いるかという話ですが、今の水処理では計画的に言いますと、50立米パーアワーぐ

らいで水処理をしておりまして、そのことについてはタンクに淡水をため、その淡

水の一部をまた注水をしということで、水バランス状につきましては今の段階で水

、 、 、 、位 タンクレベル ポンプの突出量 そういったところを常時監視しておりまして

１週間に１回は水曜日でございますが、けさもうやっていると思いますが、水の処

理状況についての公表を解説も入れてさせていただいてございます。したがいまし

て、情報を出していくということではご説明も含めて丁寧に皆様方にご理解いただ

けるようにしていくということが重要かなというのが１つ目の話かなと思います。

それから、地震につきましては、地震対策ということで解析評価をしたというだ

、 、 、けでは不十分ではないかというご質問でございますが まず１つは４号機 ハード

設備的に対応したものとしては、まず地震に関しては４号機のプールが定期検査中

でございましたので、原子炉の燃料は全部使用済み燃料プールにあったということ

で、使用済み燃料プールの中での使用済み燃料の体数が一番多い４号機につきまし

ては、建物が破損しているということも含めて底部のところにコンクリートの打設

をしまして、使用済み燃料プールを守るという補強を７月中には完了しているとい

う状況でハード的に対応しているのが１点と。それから、余震等に伴う津波に対し

ては、今地震、津波の学者の皆さん方は、今回起きたマグニチュード９というとこ

ろまではいかないけれども、それより少し太平洋側の沖合側ではリバウンド的な津

波を起こすようなマグニチュード８くらいの地震があるかもしれないというような

話もございましたので、それに対しては仮説といいますか、仮ではございますが、

10メートルの敷地の上に四、五メートルの防潮堤を四、五百メートルほどつくると
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いうことについての工事をとりあえず応急的に終わらせております。そういう段階

でも万が一ということがありますので、原子炉を冷やすという補充のポンプにつき

ましては、高台に持っていくということ。それから、多重性という意味合いでは電

源についても予備の電源、それからもしそれがなくなっても消防ポンプということ

で独立したポンプで注水できる、そういった何重かのバックアップを考えていく。

今後今台風が来ておりますことも含めまして、いろんな設備についての健全性につ

いてはさらに安心することなく維持ができるようにしていくということが必要だろ

うと、継続してやっていきたいと思いますが、一応大きなところではそういう対策

も込みで実施している。解析につきましては、今回の来た地震波を追って、どうい

う地震による応答があったかという解析と、それから今の現状で建物がある程度壊

れた状態でどういう大きさについても耐えられるか、そういった評価を８月中に一

通り取りまとめて国に出しているという状況でございますが、これにつきましても

、 、また現場で新たな知見等が得られましたら しっかりと対応していくということで

日々後退なく進めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

〇議長（猪狩利衛君） ９番、堀川一也君。

〇９番（堀川一也君） これ以上の状況が進みますと対応できなくなるでしょうか

ら、ぜひここで頑張って対応していただきたいと思います。それで、やっぱり状況

からいってご帰宅なんていう言葉は使ってほしくないです。まだまだご帰宅できる

ような状況ではないと思うのです。機能不全で治療をあきらめるかあきらめないか

今皆さん必死になって責任があるからやっているだけで、そんな状況だと思うので

す。人間に例えれば生死をさまよっている状況だと思うのです。ですから、ぜひそ

の辺のことを帰宅なんていうところに比べ、表現しないでいただきたい。多分その

状況だと思うのです。お願いします。

〇議長（猪狩利衛君） 小森常務さん、ご回答願います。

〇東京電力（株）常務取締役原子力・立地本部副本部長（小森明生君） ここの基

本的な考えそのものにつきましては、東京電力のみならず、国も含めまして我々の

大きな意味での柱ということでございますが、いずれにしましても現状をよく皆様
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方にも理解いただくということが事実基本の考えだと思いますので、この堀川先生

のお話については心によくとめまして、今後お話をするときに留意してまいりたい

というふうに思います。

〇議長（猪狩利衛君） 他にありませんか。

６番、宮本皓一君。

〇６番（宮本皓一君） 基本的考え方に今の話でちょっと重複するかもしれません

、 、が 避難者が帰宅できるように実現することをここにうたってあるわけだけれども

実際皆さんの口からいつの時代になったら帰れますよということを明言できます

か。はっきり言って皆さん現役のうちは、帰れないと思うのです。というのは、国

は私たちに年間20ミリ、それから文科省では１ミリと言っています。この辺は東京

電力はどのように考えているか知りませんが、実際に年間20ミリというと、富岡町

の小良ケ浜というところは試算で116ミリ、年間に浴びるだろうと言われているわ

けです。そこに富岡の人間が、避難している方々のご帰宅というふうな実現をここ

に唱えているわけですが、基本的考えの中に。そういう中で帰れと言われても除染

すれば大丈夫だと言うかもしれませんが、除染の方法で確かに道路とか宅地の庭先

ぐらいならできると思うのです。これ東京の都心なんかと違って、うちとうちの境

がすべてコンクリートで固めてあったり、小さな路地ほどもないほどのスペースし

かないなんていう農家とか、ザイのほうですから、ありませんから。それで、後ろ

にはちゃんとした囲いがあって、杉なりヒノキなりそういうものが２アールとか３

アールとかというものがあって風よけになって、そういう中にあってこれ除染、ど

んなふうにするのですか。この木を伐採するのですか。そういうことを考えれば私

も本当に先ほど言ったように皆さんが現役のうちは帰れないのかなと。私なんか生

きているうちは帰れないのかなというふうに思うのです。これから富岡町が帰って

復興をするためにその復興のビジョンを策定するのに帰るということが前提で考え

ているのです。ところが、これが帰れないとなれば、そんな無駄なことしなくても

よくなるわけですから、その辺をどのようにお考えなのか詳しく話してください。

〇議長（猪狩利衛君） 小森常務。

〇東京電力（株）常務取締役原子力・立地本部副本部長（小森明生君） いつ帰れ
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るかということをどう考えているかという話、ご質問だと思いますが、我々として

はとにかく帰還できるようなところに向けて努力するということはもう一貫して変

わりません。ただ、現状先ほどの追加放出ということで原子炉から出てくる量をま

ず基本的に抑え込んで減らしていくということがまず技術的にあれば、私たち使命

を果たしますが、３月の時点で放出されてしまって今土地等に残っています放射能

あるいはそれに伴う環境線量につきましては、地形だとか状況によって非常に大き

な差を出す。したがいまして、一律にどうだということが言えないというのが現実

だというふうに思います。それともう一つは、どうやってそれを減らしていくかと

いうのは、時間に伴ってもちろん少し減る部分ございますけれども、除染活動その

ものについてもこれほど大規模にいろんなことをやるというのは初めてでございま

すので、モデル的な話も一部始まってございますが、そこの効果を確認しながら地

域に応じた活動をしていくということがもう肝要だということで、東電としても全

力を挙げてということでございまして、時期につきましては今の時点で明言できる

といったらなかなか難しいというのが率直なところでございます。

〇議長（猪狩利衛君） ６番、宮本皓一君。

〇６番（宮本皓一君） 実際になかなか帰るのには相当の期間が必要なのかなとい

うふうに考えるわけですが、はっきり言ってまだ伊達、それから川俣のほうで試験

的に除染というのが始まりましたし、農地ですとどのぐらいの期間でというのがモ

デルケースになった面積に要した日にちと、それから富岡町の農地というものをか

ければおのずとそういう時間というものが出てくるのだと思うのだけれども、果た

して福島県なんかは、はっきり言って富岡町なんかもそうなのですが、人間が住ん

でいるところって３割もないくらいなのです、あとは山ですから。そういう山をど

のようにして除染するか。これ相当難解な問題だと思うのです。帰ってもいいです

よ、敷地や道路は時間0.1になりましたから帰ってもいいですよと言われても、人

。 、間生活するのにはうちの中だけで生活できませんから 畑を耕したり田を耕したり

山へ行って木をとったり、そういうものって必ず人間のサイクルには必要なもので

すから、その辺を考えればまだまだ、もう皆さんが明快にいつの時期になったら帰

れますよということを言えないのがそこだと思うのですが、もう私たちも仮設を回
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りましたね。宮本議員、いつ帰られるのだ、いつになったら家さ帰られるのだ、こ

ういうことを言われるのです。これは、本当に答えのない質問で、私らも言われる

ともうその人と一緒に涙流してくるしかないのです。そういう心というのを皆さん

が理解しているのかなというふうに思うのだけれども、その辺もあわせて話してく

ださい。

〇議長（猪狩利衛君） 小森常務。

〇東京電力（株）常務取締役原子力・立地本部副本部長（小森明生君） 放射性物

質を大量に放出したということの影響の大きさと皆様方に多大なご迷惑をおかけし

ていることについて本当に申しわけなく思う次第でございます。避難されている方

が本当にそういうお気持ちで、我々もお話をするときにステップ２について早くす

ることは、それはそれで頑張るのは当たり前ですけれども、そういう話は多数して

ございます。しかしながら、とにかく原子炉側のほうについては放射性物質を安定

させたり出さないようにしていくという努力をまずはやらない限りはその先には行

かないということで、きょうこちらのほうの資料で話していますが、それ以外に控

えている課題というのは非常に大きくて、世界的にもそんなに経験のないところで

すので、除染の技術だとかそういったものをとにかく今は最大限努力して、一歩で

も実現できるように努力していきたいというところが我々の精いっぱいのところで

あります。ただし、時間とともにそういったことについての環境のモニタリングの

数値なものとかあるいは除染技術の効果的なものというものについては、しっかり

と把握をし、やはり一歩ずつでもそういうところに進めるようにしていくというと

ころが今許されたところかなと思います。本当に避難されている皆さん方のお気持

ちを察しますと、大変申しわけなく、おわびの言葉もないわけでございます。今起

きていることをしっかりと技術的には突き詰めていくというところの上では、いろ

んな除染あるいは線量的な部分を含めて皆さんに返答していくということが重要な

課題でございますので、技術的な話だけを進めば終わりだということを我々も全く

思ってございますし、皆様方のご支援あるいはご指導もいただきながら一歩ずつ進

めてまいりたいというふうに思います。

以上です。
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〇議長（猪狩利衛君） 石崎副本部長。

〇東京電力（株）執行委員原子力・立地本部副本部長（石崎芳行君） 石崎でござ

います。今小森が技術的なことを中心に申し上げましたけれども、私自身も皆さん

の美しいふるさとである富岡町に３年間お世話になりました。本当に私自身も自分

の第２のふるさとと思っております。そのふるさとを、皆さん方のふるさとを汚し

てしまったということは本当に申しわけなく思っております。今いつ帰れるのかと

いうご質問がありますけれども、これは申しわけありませんが、はっきりとは明言

できません。しかし、必ず皆さん方のふるさとにお戻りいただけるように私自身も

これからの人生をかけて精いっぱい頑張ります。必ず実現できるように努力いたし

ますので、何とぞ皆さん方のこれからのご指導をいただきながら、私どもも精いっ

ぱいやりますので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお

願いします。

〇議長（猪狩利衛君） 林君。

（ ） （ ）〇東京電力 株 福島原子力被災者支援対策本部福島地域支援室室長 林 孝之君

支援室の林です。今宮本議員からご質問がありましたことなのですけれども、私

ども支援室では各避難所のほうを回らさせていただいて、これまで何百回か説明会

を開かさせていただきました。必ず出るのが当初からいつ帰れるのだという話が皆

さんから出て、我々もその訴えには窮しております。最近は、いつ帰れるのだとい

うご高齢の方と帰れないのだったら早く帰れないと言えと、先ほど堀川議員からも

お話がありましたけれども、そういう話も出ておりますから、今石崎が申しました

ようにそこの部分の回答はいつも我々も総理大臣も含めてなかなかうまく回答でき

ないところではないかということで窮しているところでございます。議員の皆様に

も非常にこの点で避難者の方から厳しいご質問が常に飛んでいるのだと思いますけ

れども、ご容赦願えればなと思っております。あとは、もう今小森、石崎が言った

ように我々としては全力を尽くすのみだと私も思っておりますので、今後ともよろ

しくお願いしたいと思います。

〇議長（猪狩利衛君） ６番、宮本皓一君。

〇６番（宮本皓一君） 実際ステップ２が実現したからすぐ帰れるという問題でな
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いというのは、町民の皆さんもみんな理解しているのです。ところが、町長も本当

にみんなにいつ帰れるのだと言っても答えが出せないから、町長がしっかり動いて

ないからだ、そういうことを誹謗中傷されながら我慢して町長だってこうやってや

っているわけです。そういうことを考えれば東京電力が親身になって富岡町ばかり

ではなく、原子力災害で避難している人たちにもっと手厚く対応したっていいと思

います。それから、これは一番最近話しした国は20ミリと言っているのです。それ

から、文科省は１ミリと言っているのです。これ東京電力では、何ミリが妥当だと

思っているのですか。それさっき聞いたのだけれども、これ答弁漏れですから教え

てください。

〇議長（猪狩利衛君） 小森常務。

〇東京電力（株）常務取締役原子力・立地本部副本部長（小森明生君） 東京電力

の見解で何ミリシーベルトということというものを今はっきりと持っているわけで

はございませんで、これはやはり緊急時も含めた事故後の収束という意味合いで、

国際的なレベルも含めて20ミリというのが一つの線引きということで政府のほうで

発表されたものと理解しております。ただ、20を超えて19.8だとか20.1だとかそう

、 、いう細かな数値の線引きということよりは 一つの目安として評価になりますので

ずっと線量計一年じゅうつけているわけではない、評価になります。そういうこと

の基準として出ているということで、低いレベルに下げていくということは、実態

に即してちゃんとモニタリングをしながら、ある空間線量だったら、それでは少し

下げていくということについては重要な活動だろうというふうに思います。放射線

に関する一般的な見解では、20ミリですぐに疫学的に影響が出るという数字ではな

いというふうに私自身は理解をしておりますが、東京電力として、いや、20でいい

のだと、そういうことをまたきちんとした理由としてまた議論していくということ

よりは、国際的な見地も含めて政府のほうで一つの線引きとして緊急時の回復の一

環として数値を出しているというふうに理解しておりますので、まずは一つの目標

であろうというふうには理解しております。

以上であります。

〇議長（猪狩利衛君） 時間の関係もありますので （１）についてはいま一人。、
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帰る、帰らないというのは、これはなかなか難しい問題であって、最終的には国で

決定するということであります。東電にもなかなかはっきり言えないことは事実で

あります。そのほかこの表題にあるようにステップ２の進捗状況とか、また技術的

な面であればいま一人質問を承りたいと思います。

〇14番（関 友幸君） 技術的な話ではないけれども。

〇議長（猪狩利衛君） ないとすれば14番、関友幸君。

〇14番（関 友幸君） 今の２Ｆについては瓦れきの整備だとかいろいろ着々とや

っていますが、これは再稼働を前提にやっているのかどうか。私は、先般も枝野さ

んが福島に来てコメントしておりますが、再稼働は福島県のこの10基に対しては地

、 。 、元の理解は得られないだろうという そういった物の見方をしています ところが

新聞を開くと経済界や何かで電力不足だ、今後の冬いろいろな面で経済活動にもか

なり支障が出てくるというようなことで、周りからそういう意味で再稼働を認める

。 、べきだというような雰囲気が今後ずっと出てくる可能性が十分懸念されます 私は

これだけの事故を、世界的にもまれな事故を起こしたここを再稼働するなんていう

ことは、全く0.1も考えていないのですが、今後そういう気持ちで第二原発につい

ては整備をしているのかしていないのか明確に答えていただきたいです。

〇議長（猪狩利衛君） 小森常務。

〇東京電力（株）常務取締役原子力・立地本部副本部長（小森明生君） まず、福

島第二につきましては、原子炉の冷温停止、いわゆる第一でいう冷温停止状態では

ございませんが、冷温停止を確保いたしました。しかしながら、津波の被害も含め

て海水系の設備あるいは電気設備、あるいは非常用の設備につきましても損壊をし

たことが事実でございます。したがいまして、原子炉を冷やすというのは、ある面

では型系列のようなもので、あるいは応急的なもので海水ポンプなんかもやったと

いうのが当座の話でございますので、まずは冷温停止状態を確保する、それから非

常時に対しても対応できる状態を確保する、まずそこに全力を尽くしております。

それに関連する瓦れきの撤去等につきましては、構内で少しそこに整理するという

ようなことはやっておりますが、いずれにしましても現場の確認、それから今言い

ました本設設備を安全系に関して復旧していくということに最大限の努力はしてお
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りますが、それ以上の点につきましては全く未定でございます。福島第一の事故の

収束というのがいずれにしても先ほど来ご議論がありますように非常に大きな課題

ですので、第二を動かす、動かさないという議論を今できる状態では全くないとい

うことが１点と。ただし、安全は第二においても確保されなければいけないという

ことで、所員挙げて全員で対応していくと。当然東京本社のほうでも対応する。そ

ういう作業を続けているということであります。

いずれにしましても、地元の皆様の理解なしに物事が進むということはないとい

うふうに私どもは考えてございます。まだ今それで皆様方のご議論を申しましょう

かというような話では全くありませんということで、まずは現場の設備について、

第二についてもしっかりと確認をして、安全が確保されている状態をとにかくさら

にレベルを上げていくということに今の時点では尽きるということで考えておりま

す。

以上です。

〇議長（猪狩利衛君） 14番、関友幸君。

〇14番（関 友幸君） 今の答えが今の状況の中では、東京電力側からすればどう

なのかなと思うのですが、富岡町民、隣接、福島県全体、また日本全体でもやはり

明確にこれはもう廃炉にするのだと明確にしていただかないと、富岡の町の双葉郡

復興、福島県の復興なんていうのはあり得ないと、私は思いますので、早目にそう

いったことの決断を明確にすべきだということを要望しておきます。

〇議長（猪狩利衛君） 要望でありますので、東電も賜っておいていただきたいと

思います。

それでは、10時45分まで休議します。

休 議 （午前１０時３１分）

再 開 （午前１０時４５分）

〇議長（猪狩利衛君） 再開いたします。

続いて （２）の原子力損害の補償についてを議題としたいと思います。、

東京電力の説明を求めます。



- 32 -

お名前ちょっと。

〇東京電力（株）福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相

談センター所長（平井賢二君） 東京電力郡山補償相談センター所長の平井でござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（猪狩利衛君） 平井賢二さん。

〇東京電力（株）福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相

談センター所長（平井賢二君） 私から８月の末に発表いたしまして、今月の９月

12日から発送手続を開始いたしました本格賠償につきましてご説明さしあげたいと

思います。皆さんにお配りしました資料は、お手元にＡ３の２枚紙がありまして、

Ａ４、１枚と３枚のペーパーを配らせていただいております。それと、賠償に入る

前にこれまで仮払いをさせていただきましたので、その内容についてまずご報告さ

せていただきたいと思います。

口頭になりますが、第１回目の仮払い、４月に説明させていただきましたけれど

も、そのときは世帯単位で行いまして、世帯の方で100万円、それから単身世帯の

方で75万円という形で４月からご案内を開始いたしまして、４月の末に各世帯単位

で支払いを開始させていただきました。それで、富岡町の方々におきましては、総

額で約61億円、仮払金として第１回目お支払いさせていただいております。それか

ら、７月に追加の仮払いというものがございまして、第２回の仮払いでございます

が、そのときは世帯単位ではなくて、避難継続されている一人一人につきまして避

難継続されている方１人当たり30万円という形で追加の仮払いさせていただいてお

ります。７月末から８月にかけまして手続進めさせていただきまして、個人単位で

お支払いをさせていただいております このときは総額で約43億円で 合計で104億。 、

円という額で仮払いはお支払いさせていただいております。これにつきまして富岡

町の皆さんに本当大変お世話になりましてありがとうございました。いろんな至ら

ない点あったと思いますが、お助けいただきまして本当に感謝してございます。ま

た、農業の関係の営業損害、まだちょっと手続のほうがおくれたのですが、ＪＡ、

福島県の協議会さんと調整のもとで仮払いを一部進めさせていただいております。

また、中小企業様につきましても商工会様との調整のもとで一定の仮払いを進めさ
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せていただいておるところでございます。このように今まで仮払いという形で進め

させていただきましたが、いよいよ８月、９月となりまして本格賠償という形で進

めさせていただきます。この本格賠償につきましては、ことしの８月５日に原子力

損害賠償紛争審査会において決定されました中間指針に基づきまして賠償手続をさ

せていただくことを基本とさせていただいております。そして、あくまで賠償審査

会というのは考え方を示したものでございますので、そこに対して東京電力のほう

で公正であること、速やかに払えることを基本としまして、その中間指針で示され

た項目ごとに賠償手続を進めることにしてございます。後でご説明いたしますが、

補償基準を定めてお支払いすると。それで、この補償基準でございますが、いろん

な考え方あろうかと思います。ただ、今回原子力災害で本当に多くの方々にご被害

を与えてしまってご迷惑をおかけしております。そして、本来損害賠償ですと、一

人一人という形で１対１というのが基本になって決めていくものでございますけれ

ども、本当に今回多くの方々に大変なご迷惑を与えてしまったということで、個人

の方々にやはり算定方式で違いがあったり、いろんな差が出てしまうということが

あってはやはり問題が起きるであろうということで、公平的な観点から一つの基準

を定めさせていただきまして、今回公正かつ円滑に進めるように定めておりますの

で、どうぞご理解願いたいと思います。それから、では中間指針に載っていない、

基準に載っていないのは、東京電力一切受け付けないのかということではございま

せんで、明確になっていない項目につきましてもやはり東京電力の事故と因果関係

があるものにつきましては、指針の考え方、我々の基準の考え方に沿いましてご協

議を行わせていただくことと考えておりますので、これもあわせてよろしくお願い

したいと思います。それと、先ほど常務の小森からありましたけれども、本日午後

、 、 、でございますが この前お示ししたのは個人の損害額でございますが 法人の方々

事業主の方々に対します取り扱い、きょうの３時ごろにプレス発表をさせていただ

く予定でございまして、具体的な取り扱いはまた来週以降示させていただきたいと

考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

、 。ちょっと前置き長くなりましたが お手元のペーパーでご説明したいと思います

まず、今回の本補償の流れがどうなるのかというところが最初の紙の左側でござい
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。 、 、ます 富岡町の方々につきましては 皆さん仮払いを手続をいたしておりますので

我々のほうとしてどなたが被害に遭われたかというのは登録されてございます。で

すから、このフローの２段目の東京電力側から手続が開始されます。補償金請求用

紙の送付という形で９月の12日から送付させていただいております。それで、被害

に遭われた方のところにその紙が行く。そして、必要書類を準備していただいて補

償金の請求書を書いていただいて我々に提出すると。ただ、これももう皆さんごら

んになっているかと思いますが、説明資料だけでも150ページ以上、請求書が非常

に厚いという中で、なかなかわかりにくいということをいただいておりますので、

現在もビッグパレットのＣホールをお借りいたしまして説明会をさせていただいて

おります。また、あわせまして後で詳細でご報告さしあげますが、各仮設住宅につ

きましても日にちを定めてお借りしまして、できるだけ多くの皆様と対面しながら

ご説明できるようにという形で説明会を開かせていただいております。そういう形

でしっかり今回請求をいただきたいというふうに考えてございます。それで、請求

を東京電力に出していただきましたらば、我々のほうで確かに請求書は受け取って

ございますという受領通知をお送りいたします。その上で内容を確認させていただ

きまして、まず今回は右に書いてありますけれども、３月11日から８月31日までの

分、８月末日までの損害金はこうですねという形で確認させていただきまして、合

、 。意を結んで まず８月までの賠償金をお支払いするという内容になってございます

合意書なので、今回８月末という形で一回区切らせていただいています。それで、

その損害、ではもう確定したら全然その後合意したら払わないのかというご疑問が

あろうと思いますし、そんな質問もいただいております。あと、文面が一方的だと

いうことがありまして、その合意書の内容が今後ちょっと見直さなければいけない

なということで考えておりますし、あと後で損害の事実がわかったということに対

しても今回８月末で一たん合意はさせていただきますが、後日わかったものについ

ても丁寧に対応させていただきたいと考えておりますので、我々の面でいろんな誤

、 。 、解生じているかと思いますが よろしくお願いしたいと思います そのような形で

まず右欄の表にいきますけれども、第１回目は８月末までで締めさせていただく。

それで、まだ損害というのは確定しておりません。まだまだこれまでどう続くかわ
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からない中で、今後の補償金の支払いにつきましては３カ月を一つの単位に区切り

まして補償金を確定してお支払いしていくというようなスケジュールで対応させて

いただきたいと思っています。それがまず１枚目の基本的なフローと大きな仕組み

の考え方でございます。

続きまして、では東京電力はどういう基準で補償するのかと。本来正式に言えば

皆さんのほうに送りましたこれとその中にご案内のところに書いてあると。これ非

常に複雑でございます、大量でございますが、まず補償基準の概要についてご説明

いたしますと、まず富岡町の方々は避難区域に該当いたしますので、ここは避難区

域の部分だけを抜き出して、できるだけわかりやすくという形で整理させていただ

きました。今回まず、損害項目としまして政府による避難等の指示に係る損害につ

いてという形で避難にかかわる費用、あと帰宅はまだこれからの話ですが、一時立

入費用、こういうものが損害項目としてあります。そうすると、その対象者はだれ

かということで避難された方、そしてそのときに交通費、宿泊費を負担された方に

補償をいたすと。それで、補償基準の考え方でございますけれども、交通費につき

、 。ましては県内の移動 原則として１回当たり１人5,000円をお支払いいたしますと

それから、都道府県を越えるものにつきましては、各県と県の距離で見まして標準

的な額を定めてこの一覧表のほうに記載してございます。という形で標準的な額を

設定させていただきまして支払わせていただくものです。それから、宿泊につきま

してはホテルを泊まったとかそういうものについては基本的には実費という形を基

準といたしますけれども、原則１泊当たり１人8,000円を上限という形で基準をつ

くらせてございます。それから、家財道具の移転費用とか除染費用、それぞれ１回

の単位当たり5,000円という形で標準的なものを定めてございます。

それから、生命、身体的損害につきましても同様な考え方で、医療費の場合は実

費でございますと。それから、交通費の場合、タクシーの場合は具体的な内容を確

認させてください。その他交通機関の場合は、平均した額として１人5,000円です

という形で標準価格を定めるまたは実費でやると、そういうような仕組みで展開さ

せていただいております。

あと、前回明確でなかったのが就労不能損害ではなかったかと思いますが、就労
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不能損害につきましてはやはり避難することによって働くことができなくなった、

減収になってしまったと、そして必要な支出が出てしまったというものにつきまし

ては、しっかり損害として賠償させていただくという考え方で、従前の平均収入を

ベースといたしまして、それに伴って減収した分につきましては補償させていただ

くという考え方でございます。

それから、避難生活等による精神的損害、こちらにつきましては中間指針のほう

で明確に額が提示されてございますので、避難分として月10万円、避難所の場合は

12万円と採用させていただいております。

それから、検査費用書いてありますが、この表の最後のところについてちょっと

おわびをしなくてはいけないのですが、前回のこちらでの全員協議会、６月に開催

していただいたときに皆様から財物に対する補償はどうなるのだという形でたくさ

んの質問をいただいておりますが、今回もまとめ切ることはできておりません。財

物価値の喪失または減少等、これは中間指針で東京電力が損害を与えたのだから賠

償しなければいけないということで明確に書かれてございます。ただ、現時点では

被害の状況を確認できないというところがございまして、今継続的に検討してござ

います。改めて今回は出せませんでしたが、必ず東京電力として賠償しなければい

けない項目でございますので、ご案内させていただくということでご理解願いたい

と思います。

続きまして、裏面に入りますが、ここは実はきょうの３時からの具体的な内容の

、 。 、話になってしまいまして これは基本的な考え方を示したものでございます まず

法人様、個人事業主様で事業を営んでいた方は、営業損害として補償させていただ

く。それから、農業の方にも営業損害についてはこのような考え方で補償させてい

ただくという形で基準は定めてございます。

それから、最後に地方公共団体等の財産的損害等とありますが、こちらも財産損

害と同じようにまだ確定してございませんので、継続して検討を行っているという

形にしてございます。

続きまして、Ａ４の横紙で書いてございます。この説明で、では具体的にどうな

るのかということでモデルケースとして例示しているものでございます。既にごら
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んになった方もたくさんいようと思いますが、改めてご説明いたします。この標準

的なモデルは、だんなさんがいて奥さんがいて子供さんがお二人おると。その中で

、 。事故発生から５カ月間 警戒区域内の自宅から県内の体育館に避難していましたと

そして、５カ月経過後仮設住宅に入りまして、現在も入居中ですと。そして、避難

前のだんなさんの所得は27万円ありました。ただ、現在就労できずに無所得になっ

ておりますという、こういうモデルケースでございます。そして、避難費用はとい

、 、 、いますと 先ほどの基準に当てはめまして 県内を２度移動しているということで

家族４人が移動していますので、１人5,000円で２回で１万円ですと。それが４人

いらっしゃるので、４万円というような、こういう計算になります。それから、ち

ょっと下にいきまして就労不能に伴う損害、こちらもそれまでは27万円月間所得を

取っていたのだけれども、働けなくなって６カ月間無収入ですということで27万円

掛ける６万円という形で162万円の損害があったと。それから、精神的損害につき

まして、これが大きくなりますけれども、12万円、避難所にいたときの12万円、そ

れが５カ月ありますと。それ60万円です。それから、仮設住宅に移りました。10万

。 、円が１カ月ですという形で70万円１人当たり損害であると それが４人分ですので

280万円というふうに計算いたします。そうしますと、この方の８月31日までの補

償額、損害額は、451万5,000円となります。それに対しまして仮払い補償金を既に

220万円この世帯に対して払っておりますので、それを控除いたしまして、今回の

お支払い額は231万円になりますと、このような算式の中で、まず本格賠償という

形で第１回目やらせていただく予定になってございます。

それで、このような内容でございますが、説明するのと本人がこれをしっかり活

用というのはまた別で難しいと思います。ですから、富岡の町の町民の方々につき

まして、我々本部から資料を送らせていただいておりますけれども、各仮設住宅と

かに避難されている方々にこういうことで説明会をやりますよというご案内なども

既に周知いたしまして、ここのビッグパレットでもやる、それから仮設住宅では北

側の仮設住宅、それから富田の仮設住宅、緑ケ丘にある仮設住宅、あと三春町内に

あります６カ所の仮設住宅、それから大玉村の仮設住宅、日時を定めまして相談窓

口を開設いたしまして、皆さんにきっちり説明できるように、皆様の申請がしっか
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りできるように対応してまいっております。それから、今まで東京電力が補償のほ

うで皆様に対して本当に向き合ってできたかどうかわかりませんけれども、本格賠

償に入りますので、10月から体制を増強いたしまして対応させていただきます。我

々の社員の人数も増員いたしまして、皆様一人一人と対応できるようにやってまい

る所存でございますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。雑駁ではござ

いますが、損害賠償の内容説明は以上でございます。

〇議長（猪狩利衛君） それでは、説明が終わりましたので、質問を許します。

９番、堀川一也君。

〇９番（堀川一也君） 冒頭、平井さんにちょっとお願い申し上げますが、先ほど

の小森さんと石崎さんのお話し方を聞いていてわかったと思うのですが、立地地域

はそういうふうな張り切った説明の仕方してもらうと、もうはなから相手にしてい

ただけない。現にここの相談窓口ありますね。ここでは結構皆さん知っています、

郡山市とか東京とかいろんな。同じような口調で同じ３回かけました。同じことを

聞きました。同じ返事、マニュアルの返事が３回返ってきました。そうすると、私

。 、 。だけではないです みんなそうされるのです 平井さんのようにマニュアルどおり

そうすると、役場にかかってくるのです。役場の皆さんが血だるまに遭うのです、

町民から。ですから、もうやり方が考え方が違うのです。役場が送付先からひどい

目ついているのです。ぜひ帰りに事情聴取してください、どんな目に遭ったか。ま

ず、原子力発電所は基本的な考え方いつも説明書に書いてある、先ほどもありまし

た、現況の基本的な考え方。まず、基本的な考え方出ていませんね、これ。基本的

な考え方は、あの資料を送付された皆さんに聞きましたら、東電は払う気はないの

だろうというふうなイメージしかなかったそうです。イメージしかなかったそうで

す。一生懸命補償しますよと書いてあれば、そうはあれでしょうけれども、あれを

見ただけでは、これ払う気ないのだなと思ったそうです。多分原子力部門の責任者

の皆さんが福島に来ています。この用紙をつくられたのは東京でつくられていて、

多分地元のこっちに来ている方々、常務以下になんか相談しないでつくった書類な

のです。現場、立地のこの辺のことも我々避難民のこともわからない人がつくった

書類なのです。わかっていればこんな書類つくらないです。ですから、早急に直し
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たほうがいいです。それから、避難民ほとんどあの用紙には不満ですから。それか

ら、イメージ、要するに基本的な考え方はイメージしかないので、あのイメージで

はもう対応できないという考え方です。ですから、本来ですと被害立地13市町村の

みんなで町長が合同でクレームつければいいのでしょうけれども、多分じきそうな

ると思うのです。それから、やっぱり実際は例えば私だったら東電の皆さんは被害

に遭っても給料の額です。ですから、同年代だから失礼ですけれども、猪狩弘二さ

んと同じぐらいのサラリーを補償してもらいたい。議長だったら退職しているから

もらえないという話になりましたが、そうではなくて、やっぱり……

〇議長（猪狩利衛君） 質問者に言うけれども、余り本題から外れないように。

〇９番（堀川一也君） そのぐらいの意識でやってもらいたいと思います。

では、以上で終わります。

〇議長（猪狩利衛君） 終わるの。

平井さん。

〇東京電力（株）福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相

談センター所長（平井賢二君） 大変申しわけございませんでした。私ちょっとマ

イクが入っていないので、大きい声でやらなければいけないかなと思いまして、張

り切ってしまいまして申しわけございません。あと、文書につきましては確かに本

当に一方的な中で、確かに配慮が足らないではないかと思っています。本店のほう

でも確かに製作する部署、それからこうやって協議する部署、連携はとっておりま

すけれども、配慮の至らない点につきましては改善するように我々からも言ってま

いります。あと、その内容についての不満、我々も今パレットに受け付けやってお

ってもこんなの書けるかという形でいただいております。でも、それに対しても一

生懸命向かって損害のものはまず対応させていただく。それから、これからも続き

ますので、いろんな電話開設させていただくということでご理解願いたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いします。

〇議長（猪狩利衛君） ６番、宮本皓一君。

〇６番（宮本皓一君） 実際家族の請求例、これからいいますと。避難所に一時避

難したけれども、障がい者の子供なり高齢の母親なり父親なりで避難所ではとても
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ではないが、これから長期にわたって暮らせないなと思うからこそ、もう自分でい

ち早く対応してアパートとかそういうものを借りた人は、精神的苦痛が10万円。そ

れで、もう仮設住宅にかぎをもらって６点セット入りましたから、どうぞ行ってく

ださいと言ったら、あっちに行ったら自分の金で飲み食いしなければならないから

ここにいられるだけいるのだ、こうやって頑張っていた人は12万円。これだれが決

めるの。これは、だれも納得しないです。それから、とにかく仕事、うちの会社始

まるから出てきてくれないかということを言ったら、補償があるから、おれはこの

まま会社やめさせてもらうからと。そうして、ちゃんとやめて失業保険で生活して

いた人。これ本来であればちゃんと25万円なり30万円なりの金もらっていたから、

それを対応してちゃんと実費として就労不能につきということでいただくわけで

す。一生懸命働いている人は働きがあったのだから、それは計算に入れないよとい

う、こんなやり方は一方的過ぎで、とてもではないが、だれも納得しないと思う。

この辺は国の中間指針だとは言うものの、全然実情を理解していない人が定めて、

はっきり言ってこれ憲法でうたっている平等なんていうもの何もないです。10万円

と12万円だけでも平等に扱っていただきたいと私は思うのです。その辺は東京電力

、 。に言ったってこれどうにもならないのだかもしれない 国が中間指針つくったから

この辺のもう、回答できるなら回答してください。

〇議長（猪狩利衛君） 平井さん。

〇東京電力（株）福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相

談センター所長（平井賢二君） 宮本議員の回答にはならないのだと思います。確

かにそのとおりで東京電力としましては、精神的損害というのは非常に算定ができ

ないところでもございまして、中間指針のほうで10万円、12万円という形で定めて

いただきましたので、それをそのまま適用させていただいてございます。ただ、話

としまして確かに今宮本議員がおっしゃった本来違うのではないかという意見があ

ることは承知してございます。ただ、今我々いろんな価値観、概念を当てはめると

また難しくなる、かえって公平性を損なうこともあろうかと思いますので、中間指

針をとらせていただいたというところでございます。

それから、もう一点就労も同じような意見いただいてございます。ただ、我々と
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しましては損害というのは、これがなかったときのあるべきベースに対しては必ず

応対しなければ、これは損害の補てんにならないという形でやってございます。確

かにまじめに働いた人のほうがもらえないのではないかというのがありますけれど

も、現状の部分に対して賠償しているということでご理解願いたいと思います。答

えになっていないかと思います。

〇議長（猪狩利衛君） ６番、宮本皓一君。

〇６番（宮本皓一君） 精神的損害というものについて、国の中間指針で10万円と

12万円というふうに差をつけたわけですが、そういうことを東京電力もこの根拠と

いうのは、交通事故で精神的苦痛の慰謝料というものが最高限度額が12万円なので

す。それを当てはめたという話を聞きましたけれども、そうであれば私のこれは例

なのですが、私の友達、自分の妻がもう車いすなのです、私より２つしか大きくな

いのですが。その人車いすで車いすを積む車もちゃんと整備しまして、そうやって

避難したのです。ところが、避難所で車いすで生活できないでしょう。それで、あ

っちこっちの友達に連絡してあれしたら、埼玉県でバリアフリーのそういうところ

が見つかって入ったのです。ところが、そのときには借り上げ住宅という制度も埼

玉県にはなかったのです。それで、自分のお金で入ったのです。そうやって本当に

いろいろな手づるを頼って入った人が10万円です。それで、ここでぬくぬくとして

いた人が、これは言葉がちょっと過ぎるかもしれませんが、ここにいれば食うのに

は出費しないのだということを言っていた人が12万円というのは、そういう隔たり

、 、があるわけだから 東京電力で２万円加算して平等に12万円払ったほうがいいよと

おれそう思うのです。この２万円というのは大変な金額かもしれないけれども、１

人に対しては２万円だけれども。これは、もう東京電力が努力すべきだと私は思う

のです。その辺はいかがですか。

〇議長（猪狩利衛君） 平井さん。

〇東京電力（株）福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相

談センター所長（平井賢二君） いろんな努力の度合いもありますけれども、避難

所にいれば食事の提供があったとかいろいろありますけれども、でも東京電力から

すれば避難所で暮らす人が出てしまったというものに対してどうするのかというの
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は、やはり我々真剣に向かわなければいけないと思っております。ですから、それ

につきましてはやはり中間指針の中でやらさせていただく。ただ、今宮本議員言わ

れました生活費の増分は、精神的苦痛のところに含まれているという解釈がござい

ますけれども、例えば本当にこういうことがあったとして、やっぱりそういう個別

事情を抱えていて増分費用が出たのだというところにつきましては、お話をしっか

り聞いてその他の増分としてあったのだということをお聞きしながら、対応できる

かどうか検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（猪狩利衛君） 12番、塚野芳美君。

〇12番（塚野芳美君） 何点かまとめてちょっとあれですけれども、メモの都合が

あるので、座ったままで話します。避難所での説明会ですか。これ時間帯、昼間だ

けではなくてある程度の夜間まで考えているのかということを確認したいのです。

勤めの関係上あれに出れない部分、昼間だけですとこれに参加できない場合があり

ますので。

それから、ちょっと揚げ足取るようで申しわけないですけれども、先ほどの平井

さんの説明の中で、この３地区の避難所の話は出たのですけれども、いわきが全く

出ないですね。いわきに住んでいるのです、いわきの避難所に。もちろん含むと思

うのですけれども、そういうようなやはりちょっと思いやりというか、配慮がない

部分もあるのかなということに対してお答えをいただきたいのと、それから先ほど

の堀川議員とはちょっと逆なのですけれども、コールセンターに私自身もそうです

、 、 。 、し ほかの人間でも何回か電話して 出る人によって答え違うのです 逆に言うと

先ほどの堀川議員が言ったように同じならば同じで、それが中身が満足であるかど

うかはともかくいいのですけれども、おのおの違うのです。これが困ってしまうの

です。

それから、もう一つが一時立ち入りの部分だと思うのですけれども、私もあれは

まだ全部読んでいないので、よくわからないですけれども、10回を限度にするとか

月１回だけとかいう縛りがあるのです。常識的に考えて、それから現実を見れば３

月の後半とか４月の初めとか、要は避難し始まって早い人は何回も行って何回もい

ろんな物を持ってくる、全部が全部買えませんから。なのに月１回を限度にすると
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かトータルで10回とかというのはいかがなものかと。

それから、もう一つが、これは逆で、質問されてもちろん答えられないのだけれ

ども、一時立ち入りしたときにどの程度のものを車に積んできたらば立ち入りだけ

ではなくて、ただの移動と理解すればいいのか。家具の移動は別にありますよね、

一回全部でしたっけか。その辺はどうなのか。大きいところ４つ、５つですか、ち

ょっと教えてください。

〇議長（猪狩利衛君） 平井所長。

〇東京電力（株）福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相

談センター所長（平井賢二君） まず、避難所での説明会でございますが、今セッ

トしてございますのは９時から17時というものが大部分でございます。平日だけで

はなく、必要に応じまして土日も入れさせてございますが、今のところ夜間での標

準的な時間としての設定はしてございません。そちらにつきましては、集会所を回

った中で要望をお聞きしながら、そのような時間帯の対応が必要であればやらせて

いただきたいと思います。

それから、いわきの避難所、大変申しわけございませんでした。我々福島県内に

私は郡山の補償相談センターという形で見ておりますけれども、４つの補償センタ

ーを設置してございます。福島、郡山、いわき、会津若松とありますので、そちら

のエリアにつきましてはいわきで対応できるようになっております。きょう至らな

かったところを踏まえて富岡町さんの仮設住宅の対応をもう一度確認いたしますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

それから、コールセンター、確かにそのとおりでございまして、やはり人によっ

。 、 、てばらつきはございます それで やはりそこが課題だということを認識しまして

これ社内の論理でしかないかもしれませんが、品質を管理できるセクションをつく

りまして、できるだけ丁寧に標準的なお答えをできるような形で今改善を進めてお

るところでございます。

それから、ちょっと一時立ち入りのところにつきましては、どうしてそのように

定めたのか量の問題につきまして、私今のところちょっと回答できない部分であり

まして、ちょっと正確に確認させていただいて回答できる機会があればと思うので
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すが。今のところこれの解釈のところ、私きょう回答を持ち合わせてございません

ので、申しわけございません。改めて回答さしあげたいと思います。

〇議長（猪狩利衛君） 答弁漏れないかな。

12番。

〇12番（塚野芳美君） 答弁を今できないと言ったのは、回数の話と、それから荷

物の話、両方ですか。

〇東京電力（株）福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相

談センター所長（平井賢二君） はい。ちょっと荷物の。

〇議長（猪狩利衛君） 平井さん。

〇12番（塚野芳美君） では、回答できないということです。

〇東京電力（株）福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相

（ ） 、談センター所長 平井賢二君 10回定めた理由はあるのだと思うのですけれども

それも含めて。

〇議長（猪狩利衛君） 12番、塚野芳美君。

〇12番（塚野芳美君） では、２つの答えられないというのは、それはそれでしよ

うがないので、あと逆に調べて正確に教えてもらいたいと思います。それで、説明

会の時間帯は、やはりこれ土日というのは、それは確かに結構なことだと思うので

すけれども、含んでいるということは。でも、難しい人、やっぱり時間、これは逆

に相談してもらったほうがいいと思うのです。私のほうで聞いている。ですから、

逆に東電さんのほうに対しては入居者が言いづらいのかどうかわかりませんけれど

も、いろんな人からいろんな形で来ているのです。ですから、これは考えて、それ

に応じてやってほしいと思います。先ほど郡山と福島といわきと、あとどこでした

っけ、何か……

〇東京電力（株）福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相

談センター所長（平井賢二君） 会津若松です。

（ ） 。 、 、〇12番 塚野芳美君 会津ですか いわきのほう どの地区も同じですけれども

。 、 、借り上げとか これは借り上げですから それはそれでいいと思うしかないのです

。 、 、余りにも点在していますから ただ 少なくとも仮設にまとまっている人たちには
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こちらがですから丁寧に説明してやったほうがお互いのためだと思うのです。同じ

ことを聞かなくてもいいし、じかにこうやってやって、ここ、ではどう書けばいい

のだというようなやり方もできますから。そういう対応をしていただければという

と、これは、けれども町のほうにあるのかな、いわきに連絡室があったというのは

実は知らないのです。ですから、これを逆に町のほうで周知すると、ある程度。そ

ういうようなことをお願いしたいのです。

〇議長（猪狩利衛君） 平井さん。

〇東京電力（株）福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相

談センター所長（平井賢二君） 貴重なご意見いただきましたので、いわきに対し

ましては仮設住宅、対応できるようにまず連絡してしっかり向かって話を聞いてか

ら請求書けるように対応してまいりたいと思います。

それから、社内としまして、あと福島県内だけではなくて、各県にやはり補償相

談センターを配置しておりますので、栃木であるとか埼玉であるとかそういうとこ

ろにも住まわれる方いらっしゃると思いますので、そちらもまとまった仮設住宅お

伺いするなり話を聞くなりして対応できるようにしてまいりたいと思います。

それから、１点目の質問でありました夜間の話につきましてもきめ細かに要望を

お聞きして対応できるようにしてまいりたいと思います。

〇12番（塚野芳美君） 終わります。

〇議長（猪狩利衛君） 次にありませんか。

11番、渡辺三男君。

〇11番（渡辺三男君） ちょっと１点確認させてください。これ町のほうもかかわ

るのかなと思いますが、一時帰宅、１回につき5,000円、１カ月。１回しか認めな

い、そういうことだと思うのです。今保留にしましたけれども、一時帰宅、町のほ

うに申請して１カ月何回も行けるのですか。

〇11番（渡辺三男君） 個人で行くの、だからそんな１カ月に何回も。企業帰宅と

かそういうのは持ち出しで何回も認められると思いますけれども。４月21日までは

、 、 。自由に入れました 自由に入れるというか避難指示です 入ってはいけませんよと

例えば５回入ったとすれば、それは入ってはいけないという場所に無視して入った
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わけでしょう。避難指示。だから、その辺をきちっと精査しないと、１カ月で何回

も入れる場所ではないと私は理解するのですけれども、その辺はどうですか。

〇議長（猪狩利衛君） 平井所長さん。

〇東京電力（株）福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相

談センター所長（平井賢二君） 損害賠償の考え方としては、基本的には行って帰

ってくればそれなりに費用が出ているわけですから、これを賠償するのは当然のこ

とだというふうになると思いますけれども、１カ月に何回とか補償のほうからする

と、賠償からすると、それに対してはどうではなくて、あくまで申告があればそれ

に対して対応はします。

〇議長（猪狩利衛君） 平井所長、今の質問の趣旨は、企業帰宅とかそういう形で

何回も入るということですから。

〔 いえ、違う、違うぞ」と言う人あり〕「

〇議長（猪狩利衛君） 違うのですか。

〔何事か言う人あり〕

〇議長（猪狩利衛君） 大体今まで１回しか我々は許可受けていないのです。それ

は、一時帰宅ということになる。10回も15回の帰宅はどういう形。

〔何事か言う人あり〕

〇議長（猪狩利衛君） 11番、もう一回言ってください。

〇11番（渡辺三男君） 今まさに言うとおり許可を受けないで入ったのも認められ

るのですか。４月21日までは避難指示でしたよね。割かし入れたのです。それも認

めるのですかということを私聞いているのですけれども。多分許可を受けた者だけ

が認められるのかなと思うのですが、その辺どうですか。

〇議長（猪狩利衛君） 平井所長。

〇東京電力（株）福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相

談センター所長（平井賢二君） 本来法的に担保されて確実なものについては認め

られますけれども、本来できないものに対してそれが請求あったからというところ

は、それを賠償するというのは難しい話だと思います。

〇議長（猪狩利衛君） 11番、渡辺三男君。
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〇11番（渡辺三男君） 全くそのとおりだと思います。そうしますと、１カ月に１

回というのは妥当なのかなと思うのです。町のほうで１カ月に２回も３回も許可は

多分今までのケースでは出ていないのです。ちょっと教えてください。

〇議長（猪狩利衛君） 都市整備課長が答えるそうです。今は東京の電力の対応の

あれですが、あえて質問許可します。

〇都市整備課長（郡山泰明君） 今一時帰宅については、１回目についてはバスで

各世帯１回しか行っておりません。今後も今２巡目がスタートしますが、もし許可

すれば２回ということになります。

以上です。

〇議長（猪狩利衛君） そのようなそうです。

11番、渡辺三男君。

〇11番（渡辺三男君） 今行っている人で１回、今度２巡目始まりますから２巡目

ね。だから、６カ月でまだ１回しか町は許可していないと思うのです。だから、２

回も３回も５回もというのは１カ月であり得ないのかなと思うのですが、先ほどそ

の問題保留にしましたので、その辺どうなのでしょう。

〇議長（猪狩利衛君） 平井所長。

〇東京電力（株）福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相

談センター所長（平井賢二君） 10回上限のところが、済みません、私勉強不足だ

ったところがありまして、今回のちょっと６カ月サイクルの中で一回切るのか、そ

れから次の３回、多分今回一回補償を８月31日までにしましたら、その中で10回ま

でということだとは思うのですが、そこ正確にちょっと話せなかったので、これか

らもありますので、その回数をどう見るのか、正確に話したいと思いましたので、

先ほど保留にさせていただきました。

〇議長（猪狩利衛君） 14番、関友幸君。

〇14番（関 友幸君） まず、今の問題からちょっとお尋ねしたい。私もこの申請

書で月１回ということであったので、私は実際車の出し入れも含めると３回です。

そういった点で１回ですから、これどうなのですかということでコールセンターに

、 、 。お尋ねしましたら それは補償の中身は 事実は事実として出してみてくださいと
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そういった答えで、私はそういう意味で３回という分を出したのです。それで、１

回というのがなくて自動車を持ってきて一時帰宅している人もおりますから、少な

くとも２回は、そういったことでは２回ということは十分あると思うのです。４月

何日前までは結構私も１回入りました。それで、全員協議会の中で大変盗難が、窃

盗が起きているので、町長にこれはきちっと対応しなくてはいけないですよという

提言をして、さらに厳しい状況で警戒区域ということできちっと戸締まりができる

ような状況になってきたわけです。そういったことでそういった例外、結局いろい

ろな事例があると思うので、やはりいろいろ不安の中で行ったり、牛を飼っている

人なんてかなり頻繁に行っていた方も聞くわけです。こういった部分だって出てく

る可能性はありますし、そこら辺は十分勘案して対応していただきたいなというふ

うに思うわけです。それとあと、今回の補償の中で仮払い請求、これ恐らく九十何

％くらいの率で皆さん利用したかなと思うのですが、当初私は仮払いですから、い

ずれは返さなければならないのかなという認識はあったのですが、必ず返すという

ふうにはとらえませんでした。これは、人によっては当面の見舞金なのだと。だか

ら、もらって使わなくてはいけないよと、こういった判断を持っている方も十分お

りました。今回の仮払いの中でこれを返すということで私もそれなりに計算してみ

ました。純情にいくと今回は賠償金がもらえないくらいのレベルになります。マイ

ナス30万円ぐらいなのです。これで次回の生活が成り立つかというと、私は年金者

だからそれなりには対応はできますが、恐らく国民年金の老齢年金などで暮らして

いる方は、とてもではないけれども、これから暮らせないし、失望の中にどうしよ

うかということで悩むのではないかと思います。そういう点でそういったことから

考えると、１人が１カ月どのくらいあれば本当に生活できるのかということを、そ

れにそういったことを十分踏まえていかないといけないし、精神障害と精神的な負

担金ということで10万円、12万円と。６カ月過ぎると５万円、こういう引き下がれ

ていくわけですよね。ますますこの生活が厳しさを増すわけです。こういう中でこ

れからいろいろな状況があって、私みんな家族がばらばらですから、いろいろ子供

のところに行く、あっちから来る、そういった交通費だとかいろいろ含めると、ば

かでかい私は費用がかかっていると思います、個人的には。そういったところが全
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然見ていないし、精神的な補償で対応して、生活の最低保障というのを全然見てい

ない。これではとてもではないけれども、この申請書で納得される方はいないので

はないのかと。私は、これ書いてみたものの、このまま認めたのではとてもではな

、 。いけれども ためにならないと思って出さないかなというふうに思っているのです

その状況の流れがどう改善されるかによって私は出そうかと思っているのです。そ

ういう部分をこれからいろいろな補償の内容でどういうところが問題なのかという

こと当然出てくると思うのです。そういった部分を十分精査して、改めて対応する

というようなくらい考えてもらわないと、とてもでは生まれないと、被災者は生ま

れないと私は思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

以上です。

〇議長（猪狩利衛君） 平井君。

〇東京電力（株）福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相

談センター所長（平井賢二君） 質問２点ございました。まず、最初の立ち入りの

件につきましていろんな事情の方があられるということでございますので、しっか

りお話を伺いながら適応してまいりたいと考えております。ただ、先ほど言いまし

たとおり違法の部分、きっちり許可をもらって立ち入ったと、そういう合理的なと

ころに対してきっちり賠償していくという形で対応したいと思っております。

それから、仮払いの、まず大きな意味での返還のことでございますけれども、ご

案内のときにはやはり仮払いでございますので、最終的な精算のとき過不足が生じ

た場合は精算させていただきますという文言は、確かに入れてございます。ただ、

富岡町さん初め、今回原子力事故が収束していない中でまだ幾ら賠償しなければい

けないかわからない、それから最も皆さん関心の高い大きな財物補償も決まってご

ざいません。ですから、将来的に我々もっと大きな額の補償というのは損害賠償が

出てまいると思っております。ですから、今回仮にマイナスになった方がいられた

、 、 。 、としても こちらから返金くださいということは一切行いません 今回は それで

将来的にもし最終的に過不足が出て払い済みであったという取り扱いにつきまして

も今のところは全く未定でございます。それは、その局面で考えるようになろうか

と思います。
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それから、今日々の生活の中でこれでは不十分だろう。我々は、補償の中では就

労損害で従前の所得分はやっぱり補てんしなければいけないと、こういう考え方で

従前のところは守るという形をやっておりますけれども、今議員からお話があった

ようにいろんな人たちの話を聞きながら、我々も現場でこれをやって面と向かって

対応しますので、公平、公正はきっちり担保したいと思っておりますが、いろんな

意見を本部に上げまして検討させていただきたいと思います。

終わります。

〇議長（猪狩利衛君） いいですか。

〇14番（関 友幸君） はい。

〇議長（猪狩利衛君） ほかにありませんか。

〔何事か言う人あり〕

〇議長（猪狩利衛君） ４番。

〇４番（渡辺英博君） ただいま話出ました財物価値の喪失または減少等でござい

ますが、警戒区域の解除がされていないということで、これ当然のことでございま

すが、これ先ほどお話ありましたように除染の問題でも結構関連してきますので、

その辺の見通しがはっきりしないといつになったら警戒区域が解除になって、それ

でこの補償が行われるのか全然見当もつきませんので、その辺はどのようにお考え

なのか。

〇議長（猪狩利衛君） 平井所長。

〇東京電力（株）福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相

談センター所長（平井賢二君） 確かに今のところは継続検討という形でございま

、 、 、 、して 本来補償ですと家屋の状況 土地の状況 一つ一つ本当は見せていただいて

それに対して補償していくという形になろうと思います。ですから、ある程度除染

とかその見通しの中で変更して決まってくるものだとは思います。ただ、今の時点

ではまだ何も申し上げられません。一生懸命検討はしてございます。

〇議長（猪狩利衛君） ４番、渡辺英博君。

〇４番（渡辺英博君） ただいまの回答ですと、見通しはかなり遠くなりそうでご

ざいますが、建物の財物等の価値の喪失に関しましては、地価も含めて坪10万円の
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人が今現在坪１万円とかあるいは家屋で地震等によって雨漏りです、それは地震に

よる被害でございますが、長期にわたりますと雨漏りによって家屋が腐ったりある

いは家財が腐ったり、相当一日でも日がたつごとにこれは拡大すると思いますが、

その辺どうお考えなのか。

〇議長（猪狩利衛君） 平井所長さん。

〇東京電力（株）福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相

談センター所長（平井賢二君） 土地の地価につきましてもそれは財物を絡んでご

ざいますので、こちらも原子力によるものというものについては対応していくよう

になると思います。それから、やはり帰宅時期が長くなった、それによって経年が

過ぎて劣化が激しくなった。これもやっぱり原子力に由来するものについては、経

年による劣化、当然損害として補償していくものだと思います。

〇議長（猪狩利衛君） ４番、渡辺英博君。

〇４番（渡辺英博君） これは、避難民にとって一番大きい項目でして、東電にと

りましても大きな補償の対象でございますので、一日も早く除染を行って警戒区域

が解除されまして、避難民に早く賠償できるようにお願いいたします。

〇議長（猪狩利衛君） 答えいいですね。

〇４番（渡辺英博君） はい。

〇議長（猪狩利衛君） ３番、中野正幸君。

〇３番（中野正幸君） これは、個人的な気持ちであるのですが、東電さんはいつ

も多大なご迷惑、多大なご迷惑をおかけしますと。東電さんが何でこの補償金出し

ているのですか、これ。私は、最初は仮払い補償金、これ最初は本当に仮払い、あ

あ、そうかなと思って仮払いという認識がなくて、見舞金くらいな感じでもらった

のですが、これがただ今になったら返すとなれば、はっきり言ったら借金です。被

害者が東電に何で借金しなくてはならないのだ、それはわかりますか。

だから、結局考え方申しますと、精神的苦痛、精神的苦痛はかなり大変だから、

私は借りないと思うのです。だから、10万円の精神的苦痛、12万円の精神的苦痛、

これよく見直しをと言ったのですが、この中に何でも茶わん買った、はし買った、

おれは実はベッドで寝たいからベッド買った、それが含まれている。精神的苦痛の
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中で生活費を含むと。それは何なの。私は、納得いきません。そういう書類を書い

て補償しますというようなことを言って、最後に合意したことを確認する。納得し

ない者に合意の書類書けません。そうすると、請求ができないと言いますね。その

辺お願いします。

〇議長（猪狩利衛君） 平井所長。

〇東京電力（株）福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相

談センター所長（平井賢二君） 先ほど宮本議員からの質問と重なる部分ございま

すけれども、10万円、12万円というものもありますが、その増分につきまして本当

になるほど、こういう事故で出てしまったというものについては意見を伺いまして

しっかり対応していきたいと思っております。

〇３番（中野正幸君） 合意の件は。

〇東京電力（株）福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相

談センター所長（平井賢二君） あと、合意につきましても合意できないというの

ではなく、我々としてはやっぱり損害を与えたものといたしましてきっちり合意で

きるようにやっていきたいということで、丁寧には対応させていただいてご理解を

得てきっちり賠償金をこれからもまた３カ月単位に続きますので、皆さんどこまで

納得いただけるかとは思いますけれども、納得いただけるように一生懸命やってま

いりたいと思います。

〇議長（猪狩利衛君） ３番、中野正幸君。

〇３番（中野正幸君） 合意できないというのは、内容に納得しないから合意でき

ないのです。ただ、精神的苦痛という文句は使わないでください。はっきり言った

ら何が精神的苦痛ですか。中間指針で紛争審議会の中で決めながらそのとおりにや

っていますと、こういうふうに言うのですが、東電はもう。精神的苦痛という形で

すか。大体我々が避難してからどのくらいお金かかっているのですか。この前今回

やったの多くのところから請求来ましたが、個人的には１万5,000円くらいかかっ

ているのです。娘のところに行ったり、息子が来たりとか、さっき関さんも言った

のですが、そういう交通費だって相当かかっています。そういうのはどこからとい

う話だ。生活費がかかった同様、領収書みんなまとめてとっておるやつはみんなと
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っているのです、実際。あの領収書は、何なのですか。出すところないでしょう。

そういうことで合意がないからこういう話をしますと、まだ検討します、こういう

賠償請求が後からゆっくりと出すようになるのではないですか。だから、ずっと出

さなくて、もう一回審議会のほうにかかってもう一回賠償の計画が変わっているの

です。その辺はもし変わったら出されるのですか。

〇議長（猪狩利衛君） 平井所長。

〇東京電力（株）福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相

談センター所長（平井賢二君） 精神的苦痛という言葉につきましては、これ指針

の中で使って適用されておりますので、ご理解願いたいと思っております。それか

ら、今回８月末までの分を合意いただくわけでございます。そこで、これからもい

ろんな方と話し合って、いろんな先ほどの話と重なりますけれども、私はやっぱり

こんなことがあった、こういうようなことがあったということはやはり意見として

どんどん本店の賠償審査会のほうに諮っていると思います。それから、ＡＤＲとい

ってそれを調停する機関も郡山にできまして、いろんな意見も入ってこようと思い

ます。ですから、我々８月までの分は何とか皆さんのご理解得て納得していただい

て賠償金を払いたいと思っておりますが、その後いろんなまた仕組みというものが

補償の概念出てくれば、今回８月末までで１回締めさせていただきます。あとは、

そこはさかのぼってやりませんよみたいな表現、若干合意書のほうありますけれど

、 、も そこは柔軟に対応させていただくということで今本店と確認してありますので

いろんなやはり皆様方の損害に対して対応できるように意見を吸い上げながらやっ

ていくのが我々の務めだと思っております。

〇議長（猪狩利衛君） ３番、中野正幸君。

〇３番（中野正幸君） あえて提出しなくてもよいということなので出しませんけ

れども、これずっと先ほどの話聞いてもいつ帰れるかわからないという話なのです

が、それ帰る時点で一括でも構わないのですか、請求。８月で切って、その後から

９月からの分ということになるのですか。その辺どうでしょう。

〇議長（猪狩利衛君） 平井さん。

〇東京電力（株）福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相
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談センター所長（平井賢二君） 我々は、やはりこれまではいろんな方からの要望

で払えるものは早く払いたいということでやっておりますけれども、損害賠償、こ

、 、 、れも翻って見れば１対１ 東京電力対個人様との関係でございますので また後で

その方に対して我々は損害与えたという形でちゃんと認知しておりますので、まと

めて出すよと言われたら、ある程度それは我々受けざるを得ないと思っております

が、できるだけ一つ一つ解決していきたいと思いますので、今回の単位で出してい

ただくように皆様にはお願いしていきたいということになります。

〇３番（中野正幸君） 後から検討するなんていう話になったのでは出さないほう

がいいです。

〇議長（猪狩利衛君） １番、黒沢英男君。

〇１番（黒沢英男君） 先ほど平井所長から国の中間指針に基づく請求方法を公表

されましたが、中間指針に示されていない、先ほど言いましたですよね。損害の利

害関係が認められれば損害賠償の対象にするという言葉が出ましたですよね。これ

は、統一してもらいたいのです。きのう、おとといですか、月曜日のテレビを見て

いますと、南相馬市のある社員が請求に訪れて、自分の子供がまだ小学生の子供に

机を買い与えてやった。これは、テレビの映像です。ここでしゃべっている言葉な

のですが、わずか2,000円のちゃぶ台みたいなテレビに映された机とは言いがたい

ような台です。それでも、その費用は精神的損害の中の10万円に含まれていますよ

と、こういう言葉が返ってきたのです。これは、何を界わいにある。こういうこと

がだからあいまいにされてしまうと、今までも皆さんそうだと思うのです、いろん

。 。 、なものを買っていますよね 自分のうちにいろんなものがあります ですけれども

避難して購入しているわけです。あれも例えば極端な話、腰が悪いからベッドが必

要だと。２人家族で２台買ったと。では、子供にも買い与えたと。自分のうちにあ

るものをまた買うのです。最終的には私も言われました。どうするのですかと。う

ちの家内から最終的に、いや、これは最終的に、では当然富岡なんかに寄附してし

まえばいいのだろうと、もう使わなくなれば。その必要なくリサイクルショップに

処分するのですが、そういういろんなもの、因果関係、電力の事故によっての因果

関係というのは、こういうもので買わなければならないものがいっぱい出てきて買
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わざるを得ない場合があるのです、皆さん。そういうものは精神的損害の月10万円

の中に含まれていますよなんていう表現であれば、これは何を買えばいいやなので

す。それともう一つ、その点の回答と避難生活による精神的損害額が10万円掛ける

６カ月とか12万円掛ける６カ月で、高齢者が６カ月間でもらう金額が72万円なので

す。その他の例えば避難所の避難費用としての４回で10万円とか一時費用の10万円

とかプラスしても75万円ぐらいなのです。そうすると、105万円から72万円を引か

、 、 。 、れると75万円ですか そうすると30万円マイナスになる マイナス30 そうすると

次の９月１日から９、10、11月末で15万円、５万円ですか、今度。そこでまた15万

。 、 。円引かれるとまたゼロなのです そうすると ２月までゼロになってしまうのです

これでは生活ができないという苦情が相当出ているのです。だから、これをすべて

引いてしまうのかどうなのか。15万円を１回とめるのか、９月から11月分は差し引

かないでとめるのか。また、12月から２月分でマイナス15万円で引いていくのか。

引かれると今度２月末までゼロなのです。この辺のことをちょっとお聞きします。

〇議長（猪狩利衛君） 平井所長。

〇東京電力（株）福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相

談センター所長（平井賢二君） 最初の精神的損害の12万円、10万円、そこに生活

費増分が含まれているのは、やはり個別のいろんな事情の中でおかしいのではない

かという意見、多々きょういただきましたので、きっちり持ち帰って意見としてま

ずきょうはお受けさせていただきたいと思っております。

それから、確かにひとり暮らしの方で仮払いが入って、それで働いていない方で

すと、今回マイナスになります。そして、今おっしゃられたとおり次のときもどう

なのだというと入らない。つまり今回も現金として入らない、次も入らない、その

次やっと入ってくるかなという、そういうような事象というのは確かに考え方とし

ては出てまいります。ただ、今のところ仮払いを前提として、そこから本賠償の確

定額で増分で出た分をお支払いするという形で設定しておりますので、ちょっと今

のところその対応については想定していませんでした。ただ、きょう富岡町議会の

議員からご意見があったということで、それも本部のほうに伝えたいと思っていま

す。よろしくお願いいたします。
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〇議長（猪狩利衛君） 以上で東京電力に対する質疑を終わります。

午後１時まで休議します。

休 議 （午前１１時５８分）

再 開 （午後 零時５８分）

〇議長（猪狩利衛君） 再開いたします。

議員の諸君に申し上げますが、質問する場合は前置きを短く、単刀直入にお願い

したいと思います。

それでは、東京電力に対するその他の件に入ります。質問を許可します。

６番、宮本皓一君。

〇６番（宮本皓一君） 東京電力さんで今富岡町の震災で崩落した屋根の修理を富

岡町建設業協会の方に依頼していると思うのです。建設業協会のほうでなかなか人

数が集まらないということで進捗率については甚だ残念な数値になる。先ほどは財

物の補償をするとは言うものの、うちがもう雨漏りでひどいとか雨漏りしないうち

に何とか早くやってくれよというような意見がいっぱい聞かれるのです。それで、

ユニック車の入らないようなところだと人力でダンプに積んでいた土のうを今度人

力で一輪車で運ぶというようなことで、なかなかそういうところは後回しになるみ

たいな傾向がありますから、屋根にかわらを上げるときの小さなエンジン、３馬力

ぐらいのエンジンで上げられる、簡易、軽微なものがあるのです。そういうものを

東京電力さんが購入してそういうものを与えて、もっとスピード化をしてやってい

ただきたいと思うのですが、これについて答弁をお願いしたいと思います。

〇議長（猪狩利衛君） 石崎副本部長。

〇東京電力（株）執行委員原子力・立地本部副本部長（石崎芳行君） 屋根のブル

ーシートといいますか、シートがけを実は富岡町さん以外にもほかの市町村でもや

っております。この経緯をちょっとお話ししますと、富岡町さんからいろいろお話

がありまして、まずこちらで実験をさせていただいて、これは何とかいけそうだと

いうことで、当初は国の反対もございましたけれども、その国の反対を町長のご意

見等々いただいて、それを押し切りまして何とか実施にこぎつけたという経緯がご

osada
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▷
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ざいました。ただ、宮本議員がおっしゃるように各市町村によって進捗状況は実は

まちまちでございます。それは、天候の問題とか、それから人数、作業をやってい

、 、ただく方の人数の問題等々ありまして 若干進捗率には違いがございますけれども

今精力的にはやっていただいております。私どももなるたけ早くやっていただきた

いというのはありますけれども、ただやはりこの作業は当初の国のいろいろ反対を

押し切ってやったということもあり、とにかく安全第一でやることがまず第一でご

ざいまして、一件でも事故を起こしたらもう国は絶対に認めないというような、そ

ういうプレッシャーも受けております。そういう中での作業でありますので、多少

の進捗率の違いについては何とかご容赦いただきたいということでございますが、

ただ私どももなるたけ早くやりたいという気持ちは同じでございますので、これか

らも実際にやっていただいている事業者の方と二人三脚でさらにスピードアップで

きるように頑張りたいと思っております。よろしくお願いいたします。

〇議長（猪狩利衛君） ６番、宮本皓一君。

〇６番（宮本皓一君） 早急にやるのに一番いい方法と申しますか、方法というの

は国の自衛隊にお願いして体制を大勢でやるのが一番妥当なのかなというふうにも

思うのですが、何せ避難している方々は自分のうちというものは財物の一番の住み

、 、なれたうちですので その中にはたんすとか家財家具もいっぱい入っているわけで

かなり心配しているわけです。その辺をきょう東京電力とのこういう連絡会がある

、 、のだという話をしたら ぜひ言ってくれというようなことをお願いされましたので

これ今業者と二人三脚で進めていきたいというような返答をもらいましたけれど

も、そうでなくて私が言ったように陸上自衛隊か何かにお願いしてばっと一気にで

きないのですか。

〇議長（猪狩利衛君） 立地副本部長、石崎さん。

〇東京電力（株）執行委員原子力・立地本部副本部長（石崎芳行君） そういうご

意見も重く受けとめさせていただきますけれども、ただ自衛隊にお話をするにして

も、これはまず国を通してするということになりまして、これはもう私の勝手な想

像ですけれども、国にそれをお願いすると、そもそもブルーシートがけが本来国は

当初は反対でしたので、またその議論に戻ってしまうのがちょっと心配というのが
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ございます。ですから、今できることでとにかくスピードアップする、いろいろ知

恵を出し、汗を流すということかと思います。１つ例を挙げれば、きょうも福島第

二の者が来ておりますけれども、福島第二が当初の実験の作業も精力的にかんでく

れまして、福島第二からも放射線管理要員等々を出すなり、また何かさらにお手伝

いできることがあるか、そういうことも検討させていただきますけれども、いずれ

にしろとにかくスピードアップしてご希望の全数をやると、仕上げるということを

一生懸命やりたいと思いますので、何とぞご理解よろしくお願いします。

〇議長（猪狩利衛君） いいですか。

〇６番（宮本皓一君） 了解しました。

〇議長（猪狩利衛君） ほかにありませんか。

14番、関友幸君。

〇14番（関 友幸君） 今のお話に関連するのですけれども、やはり建てたばかり

で一回も入らないで避難したという状況もあるし、そういった点でまず我々のほう

の避難所だとそういった要望は十分聞いてきたのですが、やはりこれはもうそうい

った心配はするのは、やはり帰ってまた住むという希望的なそういったものが心の

中にあると思うのです。そういった心配がそうさせるのであって、もう家はみんな

すべて東電が補償するのだと、そういったことを明確にして、その上に立ってもう

そういったまだ取り出さないものもあるからなるべく水が入らないようにとかとい

う心配あるかもしれませんけれども、家についてはすべての家を補償するのだとい

うようなことを明確にしていただかないと、ずっと心配事は続いていくのではない

のかというふうに思いますので、これまでもいろいろなそういった要求が出ている

と思うので、その辺の検討はされているのかどうか。今後対物に対する損害賠償の

状況も出てくると思うのですが、その辺についての煮詰め方がどのようになって今

現在言えるか言えないかは別として検討されているのかどうかお尋ねします。

〇議長（猪狩利衛君） 立地副本部長、石崎さん。

〇東京電力（株）執行委員原子力・立地本部副本部長（石崎芳行君） 今関議員が

ご指摘、ご質問がありました内容でありますけれども、これもそういう声もたくさ

んいただいております。私どもの基本の考え方は、今回の原子力の事故に伴って皆
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様方に与えてしまった損害は、しっかりと補償する、賠償するというのがまず基本

でございます。ただ、お一人お一人の損害の状況、それからお考えの違いもござい

ますので、そこはお一人お一人としっかりと私ども丁寧にご説明し、お話を伺い、

受けた損害についてはしっかりと補償、賠償させていただきたいと思います。そう

思っておりますので、また何かございましたらいろいろとご意見ちょうだいしたい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（猪狩利衛君） いいですか。

〇14番（関 友幸君） はい。

〇議長（猪狩利衛君） ほかにありませんか。

14番、友幸君。

〇14番（関 友幸君） これもそうなのですが、これまで何回か私は石崎さんとか

東電の担当の方、本社にも行った経緯もあるのですが、各全国的に避難されており

ますが、少なくとも関東圏に東京電力は営業をしているわけですが、そういったと

ころに避難している方に対する避難者に対しての扱っている家庭とか借り上げ住宅

と、そういった方に対しては電気料金の免除とか軽減をこれまで言ってきましたけ

れども、検討されたのかどうか、その後はどうなったという話全然聞いていません

ので、その辺どうなっているのかお尋ねします。

〇議長（猪狩利衛君） 副本部長、石崎さん。

〇東京電力（株）執行委員原子力・立地本部副本部長（石崎芳行君） ただいま関

、 。 、議員からお話いただいた件は 前回もそういうお話をいただいております そして

ほかの避難をされている方からも同じようなご意見をたくさんちょうだいしており

まして、電気料金につきましては支払いの期間を猶予するという扱いはさせていた

だいておりますけれども、現在のところその扱いを継続しているという状況でござ

いまして、残念ながら関議員がおっしゃるようにもう全部免除するというところま

では正直至っておりません。そこは申しわけございませんけれども、料金制度とい

うものをまた別途そういう制度がございますので、その仕組みの中で対応させてい

ただくというのは私どもの今のところの考え方でございますので、何とぞご理解い

ただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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〇議長（猪狩利衛君） 14番、関友幸君。

〇14番（関 友幸君） これまでの６カ月間、東京電力として各自治体に、富岡町

に関しては2,000万円の見舞金とかということで、それ以上特別町民に対しとか避

難者に対しての東電としての誠意というのがないというふうに思うのです。先ほど

の電気料金などのその手始めもそういった誠意ではないかなというふうに思ってい

るわけで、2,000万円もそういう意味でこれだって地元の自治体の内容を十分把握

しないで画一的にそういうので提起したと思うのですけれども、余り評判がよくな

い状況です。そういった点でこれから損害賠償が本格的になってきて、そういった

東電の誠意が本当に示されるということが今度だんだん示されて証明されるかと思

うのですけれども、そういった点で今回も損害賠償の扱いについては言葉で言った

ような内容で十分誠意を持って対応していただきたいということを絶対やっていた

だきたいとお願いしたいと思います。これは、答え要りません。

〇議長（猪狩利衛君） 小森常務。

〇14番（関 友幸君） 答えいいです。いいです。

〇議長（猪狩利衛君） 大事なことですから答えてください。

小森常務。

〇東京電力（株）常務取締役原子力・立地本部副本部長（小森明生君） いろいろ

とご迷惑をおかけしているということをたびたびおわびを申し上げていますが、お

わびだけではなくて実行をちゃんとしろという関先生のお話を承りました。我々も

今までも誠意を持ってやってきたつもりではございますが、今となってもまだ不十

分な点が多々あろうかと思います。今のご意見も重要な点だと思いまして、引き続

き技術的な面あるいは地域への皆さん方への対応面、全般にわたって誠意を持って

進めてまいりたいと思います。引き続きよろしくお願いします。

〇議長（猪狩利衛君） ほかにありませんか。

９番、堀川一也君。

（ ） 、 。〇９番 堀川一也君 この事故 発電所事故の関係で避難しているわけですよね

具体的な例を挙げますと、例えば東京の電力のそういう相談室に電話すると、社員

ではないどこかの関係会社の女の子が出てきてわけのわからない返事をするわけで
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す、わけのわからない返事を。そうすると、そのところへ社員さんで責任ある方出

してと言っても出してくれないわけです。そういう方々、町民は、割と当たるとこ

ろもなくて役場に文句言うわけです。各町村、関係する町村、その避難を要因とし

て実際の自治体を置いて役場機能を維持している町村に対しては、そういうもろも

ろの本来は東電に言いたい避難民が役場に言うわけです。それを意見を聴取するよ

うな話を聞くようなシステムは、今はどんな状況でやっているのですか。

〇議長（猪狩利衛君） 林君。

（ ） （ ）〇東京電力 株 福島原子力被災者支援対策本部福島地域支援室室長 林 孝之君

先ほどの関議員の関係とも関連しますけれども、ちょっと威張れる話ではないの

です、私支援室で室長をやっておりますけれども、発災当初３月11日以降、その当

時福島事務所という形でございましたけれども、すぐに各町の災害特別本部に我々

の社員、特に１Ｆ、２Ｆのこれまで事務方でやっていた社員を中心に派遣させてい

ただきまして、救援物資の、私どもからここでいうと今石崎がおりますけれども、

本店に伝えまして物資をその当時言うと食料品とか医薬品、あと生活用品などを送

らせていただいていました。そこでは、各市町村さんの実態によって違うのですけ

れども、役場の職員の方のお手伝いをさせてもらいながらかつ役場には町民の方、

村民の方がお集まりになるので、そこでまたご意見を聞きまして本店のほうへ上げ

ると。我々できるものは我々で行政の方と協力させてもらいながら対応してきたと

ころが実態でございます。３月11日から９月の20日まで約３万人日ぐらいの人を派

遣してきた状況でございます。

〇議長（猪狩利衛君） ９番、堀川一也君。

〇９番（堀川一也君） ８月末をもってステージが変わってきましたので、避難の

仕方が。またいろんな問題出てきているみたいなのです。ぜひどうしても東京電力

になってしまいますので、起因が起因なので、ぜひよろしく役場、各役場って富岡

町役場に聞いたのですが、話を聞いていってください。大変東電関係で困っている

みたいです。

〇議長（猪狩利衛君） 石崎さん。

〇東京電力（株）執行委員原子力・立地本部副本部長（石崎芳行君） 今の議員の
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ご指摘もごもっともだと思いますし、それを受けて町の役場の方にも本当にもうご

。 、 、迷惑かけて申しわけございません 実は ちょっと個人的な話になりますけれども

ある福島の新聞記者の方から実は富岡の皆さんが発災当初から時系列的に避難をさ

れるまでの公表されていない写真を見せていただきました。緊迫した状況の中で暗

い中で皆さんがこうやってお集まりいただいて、町長のご決断で避難をされるので

す。そのドキュメンタリー風の一連の写真を私実は内々に見せていただいて、本当

にもう町の方には大変なご迷惑をおかけしたということに痛感しております。役場

の方にも本当にもう申しわけございません。とにかくご迷惑をおかけしたことを償

うことは何ができるかということをこれからも私ども会社としても、それから私個

人としても真剣に考え、行動に移してまいる所存でございます。また、いろいろ足

りない点がたくさんございますので、ぜひどんどんおっしゃっていただいて、それ

をしっかり私どもの活動に生かしていきたいと思っておりますので、これからもよ

ろしくお願いいたします。

〇９番（堀川一也君） 以上です。

〇議長（猪狩利衛君） いいですか。ほかにありませんか。

４番、渡辺英博君。

〇４番（渡辺英博君） 除染等についてでございますが、これはこれからの問題で

ございますが、例えば今行っている中では表土をはぐと、それが一番有効なみたい

でございますが、その中で東電さんは今現在３万五、六千人の社員がおりますね。

例えばその中で月１人１日でもボランティア活動で除染作業なりなんなりやっても

らうと３万6,000人で例えば年間10日やれば36万人です。ですから、３年もやれば

100万人超すわけなのです。ですから、その部分でどれだけ除染作業が進むかとい

うことは専門家でないので私わかりませんが、そういうことをやれば地元はもちろ

ん、基準が低くなって除染作業が大いに喜びますし、会社としては社員がボランテ

、 、ィアやるわけですから もちろんお金かけないでボランティアでやるだけですので

会社としてはそのことによって費用をかからないし賠償額も少なくなります。両得

だと思いますが、その辺いかがですか。

〇議長（猪狩利衛君） 副本部長、石崎さん。
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〇東京電力（株）執行委員原子力・立地本部副本部長（石崎芳行君） 今議員がお

、 。 、っしゃった除染の作業 これをこれからも膨大な作業が出てくると思います まず

どういう除染が必要なのか、どういう方法が一番適しているのかということをこれ

は恐らく各地域ごとに線量ごとに違ってくると思いますので、今私どもが国と一緒

になりまして細かくモニタリングをやり、こういうレベルだったらどういう除染を

したらいいのかという、そういう検討もしておりますので、これからも私どもとし

てできることはどんどんやっていく所存でございますので、またいろいろご指導賜

りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

〇議長（猪狩利衛君） ４番、渡辺英博君。

〇４番（渡辺英博君） 答弁ございましたけれども、例えば私がお話ししているの

は20キロ圏内の線量の高い部分を仮定しておりますので、今発表されている中では

要するに表土を削るというか、５センチなりなんなり、それが一番有効なマスコミ

等によりますと。その中で例えば３年間で100万人、それなりに東京電力さんに社

員を自主的にボランティアとして１人年間10日だけやっていただければ、地域の住

民の電力の誠意もわかりますし、線量も数値的に下がると思います、やった部分に

関しては。それで、この部分は電力としても今後賠償が減るわけですから、もう一

つは社員にとっても大変失礼でございますが、電力自体が今存続の危機にあるわけ

でございますので、そういうことによって賠償も少なくなれば会社にとっても得に

なる、三方一両得と私考えていますけれども、その辺もう一度。

〇議長（猪狩利衛君） 副本部長、石崎さん。

〇東京電力（株）執行委員原子力・立地本部副本部長（石崎芳行君） 議員のご指

摘ごもっともだと思いますし、とにかく私どもも除染をして美しい皆様方のふるさ

とを一日も早く取り戻すということに全力を傾ける所存でございます。また、でき

ることをいろいろやってまいりますが、またご指導いただきながらやってまいりた

いと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。

〇議長（猪狩利衛君） ほかにありませんね。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（猪狩利衛君） それでは、以上をもちまして東京電力に対する調査を終わ



- 64 -

ります。東京電力さん、ありがとうございました。

暫時休議します。

休 議 （午後 １時２２分）

再 開 （午後 １時２２分）

〇議長（猪狩利衛君） では、再開いたします。

これから全員協議会の大きな２番、富岡町災害対策本部に関する業務の執行状況

についてを議題といたします。

それでは、事務局のほうから説明を求めます。

係長。

〇庶務係長（原田徳仁君） それでは、私のほうから資料目次という形で既に配付

させていただきました資料について説明をさせていただきたいと思います。こちら

の件でございますが、議会事務局のほうで各執行部より各委員会等からいただきま

した資料に基づきまして作成させていただきますので、私のほうから説明をさせて

いただきまして、詳細な質問等については各課長等にご質問していただければと思

っております。よろしくお願いします。

それでは、まず１ページ目でございます。こちらは、現在富岡町災害対策本部の

組織体制表でございます。

２ページから３ページでございますが、総務課主管となります総務チーム、それ

から遺物収集チーム、財政チームというチームの状況を説明してございます。

４ページにつきましては、避難所調整チームということで避難所施設受け入れ状

況、それから旅館、ホテル入居状況について掲載してございます。

５ページでございます。こちらは、情報広報班でございます。広報活動について

ということで掲載してございます。また、行政情報機能の整備について掲載してご

ざいます。

６ページから８ページにわたりますが、こちらが現在避難先の確認状況というこ

とで確認している世帯数及び人数等について掲載してございます。

９ページ、10ページでございます。こちらは、先日開催いたしました委員会のほ

osada
タイプライターテキスト
▷
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うでも掲載いたしましたが、税務班のほうで掲載した内容でございます。

11ページ、12ページ、13ページにわたりますが、こちらのほうは健康福祉班等で

ございます。診療所、それから内部被曝調査、それから義援金配分事務について掲

載してございます。

14ページ、15ページでございます。こちらは、保育施設運営班ということでこち

らのほうの状況を掲載してございます。

16ページから18ページでございますが、こちらのほうは産業振興課の雇用対策班

等について掲載してございます。

19ページからでございますが、まず19ページは一時帰宅プロジェクト班でござい

ます。５月25日から８月31日までの実績のほうを掲載してございます。

20ページ、21ページにつきましては、今後のスケジュールということで掲載して

ございます。

続きまして、22ページ、23ページでございますが、こちらは住宅支援班のほうの

資料でございます。

24ページでございます。24ページは、出納班及び総合窓口班ということで議会事

務局並びに農業委員会のほうで掲載してございます。

25ページから27ページでございますが、教育班ということで学校教育の生徒、児

童等について掲載してございます。

28ページ、29ページでございます。こちらにつきましては、生涯学習班というこ

とで今後の成人式典、それから駅伝等について掲載してございます。

最後30ページ、31ページでございますが、こちらが災害総括本部での生活環境担

当で掲載した資料でございます。

以上でございます。

〇議長（猪狩利衛君） それでは、資料については今庶務係長が説明したとおりで

ございます。したがって、審議方法については、まず総務班から順次……

〇６番（宮本皓一君） 議長、議事進行。これ等については、各委員会でもきのう

委員会があってある程度熟知しているものだ、重なるわけです。これは、逐条審議

、 、 。するような そういうことをしなければいけないかとか それまず諮ってください
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時間的なロスだと思うのです。

〇議長（猪狩利衛君） 議長にご一任いただきたいと思います。これは、だから総

務班ということで皆さんに質問もらうということにします。説明はできます。総務

班に関することで皆さん質問あったら。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（猪狩利衛君） ありませんか。

９番、堀川一也議員。

〇９番（堀川一也君） 毛萱だか仏浜で津波で流された後、本人了解なしで移動し

てしまったなんて、要するに人捜しに移動したのでしょうけれども、その是非で町

民ともめたなんていう話があったのです。その後どうなりましたか。

〇議長（猪狩利衛君） 総務課長。

〇総務課長（滝沢一美君） 遺物収集の中で写真とかを持ってきまして、写真、位

牌初め、瓦れき撤去の中で見つかったものを現在収集し、ビッグパレット内の一室

において修復作業などをしてお渡しをしているというのが現状でございます。その

中で瓦れき等に、今９番議員からありましたことについては総括班のほうでまとめ

ていますので、発言をお許しいただきたいと思います。

〇議長（猪狩利衛君） 緑川君。

〇生活環境課長（緑川富男君） ただいまの件ですが、まずは捜索活動という目的

のもとに双葉警察署、それから陸上自衛隊、それぞれに一応お願いしまして、町が

必要に応じて立ち会いをするというような形で進めさせていただきました。そうい

う中で瓦れきの撤去等を含めて家屋等が壊れている部分も一応断りなしに撤去され

たとかそういう話で毛萱の区長を通しても一応話があったことは事実でございま

す。そういうふうなことから一応今私が話したようなまず目的が捜索活動であった

ということと、それに伴って建物等にあるいはあるいろいろな場所に瓦れきが集積

していると。そういうようなところを撤去しながら、少しずつ人命というか、行方

不明者の方の捜索活動をやったということが原点でありまして、その中で一部建物

等が道路に出ていたりあるいは屋根だけ残っている部分について連絡もしないで撤

去したというような事実の中でそういうふうなことでお話があったことは事実でご
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ざいますが、そういう形で何件か町にも直接来られた方がおりますが、そういう方

については一応お話をして、一応理解まではいかなくてもちょっと納得していただ

いたというような部分で、今現在は特に訴訟とかそういうふうな形という形ではい

っておりませんので、そういう形で今理解をしていただいているという、そういう

形でよろしくお願いしたいと思います。

〇９番（堀川一也君） 確認します。落ちついたのですね。落ちついたのですね。

〇議長（猪狩利衛君） 緑川君。

〇生活環境課長（緑川富男君） お話をして、それで一応納得というまではいって

いるかどうかわかりませんけれども、今現在は落ちついている状況でございます。

〇議長（猪狩利衛君） ３ページまでありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（猪狩利衛君） それでは、４ページから避難所調整チーム。質問ありませ

んか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（猪狩利衛君） それでは、９ページから税務班。ありませんね。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（猪狩利衛君） 税務班なし。

それでは、11ページから健康福祉班、救護班、健康調査班、義援金班。ありませ

んか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（猪狩利衛君） 随分多ページにわたりますけれども。

〔 何ページまで」と言う人あり〕「

〇議長（猪狩利衛君） 義援金班までです。何ページだかというのはわからない。

〔 13まで」と言う人あり〕「

〇議長（猪狩利衛君） 13まで。

〔 13まで。14からまた別だ 「なし」と言う人あり〕「 」

〇議長（猪狩利衛君） なければ進みます。今度は14ページから保育所フロア班、

保育施設運営班、両班にありませんか。
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９番、堀川一也君。

〇９番（堀川一也君） 17ページと18ページの下に……

〔 何言っているんだ 「14から15だと言っている「 」

んだ」と言う人あり〕

〇議長（猪狩利衛君） なければ16ページ、雇用対策班。質問ありませんか。

９番、堀川一也君。

〇９番（堀川一也君） 17ページと18ページの下に計の町民の差があるのですが、

これ町外者というのはどういう雇用の仕方なのか教えてください。

〇議長（猪狩利衛君） 小坂君。

〇産業振興課長（小坂和弘君） 避難住民を対象にした国の緊急雇用対策というこ

とで雇用総数137名のうち、実際に富岡町民、避難町民として雇用したのが76名で

すということでございます。

〇９番（堀川一也君） 違う。だから、何で町外の人がいるのかという質問です。

町外の人。

〇議長（猪狩利衛君） 課長。

〇産業振興課長（小坂和弘君） 基本的には避難町民ということが採択要件の条件

としてなったのですが、こちらのほうに委託ということがございます、委託事業。

この委託事業の中では、実は避難所関係のバス、生活バスということでバス会社関

係に委託をしました。受けたバス会社のほうでは、バス会社として今度雇用すると

いうような条件の雇用体制になっていまして、そちらのほうでいわゆる富岡町民以

外の人を使っているということになっております。

以上です。

〇議長（猪狩利衛君） ほかにありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（猪狩利衛君） なければ、一時帰宅対策班、住宅支援班。

12番、塚野芳美君。

〇12番（塚野芳美君） 20ページなのですけれども、マイカーでの帰宅。これ特に

中通りのほうに避難している町民が川内のほうから帰りたいと、何とかならないの
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かという要望があるのですけれども 何とかならないのかということが１つと 22ペ、 、

ージの借り上げ住宅のほうが何か人数が合わないのですけれども、これ何かの間違

いなのか、その２点教えてください。

〇議長（猪狩利衛君） 答弁者は、手を挙げてください。

郡山君。

〇都市整備課長（郡山泰明君） それでは、20ページの中継地点と思いますが、一

時帰宅の第１回目のときには３カ所を使って中に入りましたが、今回は車だという

、 、ことで 体制としてまず除染とかそういうものの絡みで広野ととりあえず馬事公苑

警戒区域の中の出入りは２カ所ということになっております。ただ、川内さんと葛

尾さんと三春町さんですか、その辺については自分の町村だということで、遠回り

しないで直接自分のエリアから入って自分のエリアに戻るというようなことがあっ

て、その３町村だけは都路と川内を使っているという田村市使っているということ

です。ほかについては広野と馬事ということで、富岡は町より広野が近いというこ

、 。とで広野という国からの指定でありますので 今回ご理解いただきたいと思います

〇議長（猪狩利衛君） 阿久津君。

〇税務課長（阿久津守雄君） 申しわけありません、ちょっと計算すると45日と合

わないみたいなので。

〇議長（猪狩利衛君） 大きい声で言ってください。聞こえません、全然。

〇税務課長（阿久津守雄君） 計算しましたけれども、ちょっと合いませんので、

後ほどちょっと正確な数字報告したいと思います。

〇議長（猪狩利衛君） 12番、塚野芳美君。

〇12番（塚野芳美君） マイカーの一時帰宅なのだけれども、できるだけちょっと

可能かどうかわかりませんけれども、確かに中通りの人が広野もしくは馬事公苑、

厳しいと思うので、調整がつくなら実際これ川内で100台分対応するという実態も

あるわけですから、調整してみて、できるだけ工夫してもらいたいのですがね。

〇議長（猪狩利衛君） 郡山君。

〇都市整備課長（郡山泰明君） ただいまの質問ですが、とりあえず国のほうから

の指定ではありますが、川内さんのほうに国のほうに要望して、そういうことにつ
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いて了解もらえれば可能になることはあるかと思いますので、それは国のほうに要

望していきたいと思います。

以上です。

〇議長（猪狩利衛君） ほかにありませんか。

６番、宮本皓一君。

〇６番（宮本皓一君） 一時帰宅の２巡目の行政区のくじ引きの結果はわかるので

、 、 。すが １番は何日で２番は何日でという そういう割り振りはわからないのですか

〇議長（猪狩利衛君） 郡山君。

〇都市整備課長（郡山泰明君） 今取りまとめ中でありまして、全行政区がいつに

なるかというところまではまだいっていません。前半の今新夜ノ森ぐらいまで今回

24日 第１回目のスタートということで新夜ノ森の前半ぐらい あと その後が30日、 。 、

……今30日の調整を。まだ全体までいっていませんので、できるだけわかれば早く

お知らせしたいと思っています。

〇議長（猪狩利衛君） ６番、宮本皓一君。

〇６番（宮本皓一君） 今お知らせするということですが、これこの地域的に行政

区にどのようにしてお知らせするのだということもなかなか大変だと思うのです。

その辺はどんなふうにして周知させるのかお願いしたいと思います。

〇議長（猪狩利衛君） 郡山君。

〇都市整備課長（郡山泰明君） 例えばここで張り紙したり、あとはできればネッ

ト、あとは災害広報紙というのありますが、その中に入れて、間に合うのであれば

その中で対応していきたいとは思っております。

〇６番（宮本皓一君） 了解。

〇議長（猪狩利衛君） ほかにありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（猪狩利衛君） なければ、24ページからの出納班。ありますか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（猪狩利衛君） なしと認めます。

次は、議会班、総合窓口班。
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〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（猪狩利衛君） なしと認めます。

これまた総合窓口班あるけれども、違うのかな。総合窓口班。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（猪狩利衛君） 次に、教育班、生涯学習班。教育長は、事情があって欠席

というような話ありましたが、教育総務課長もそうですね。係長来ていますので。

ありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（猪狩利衛君） 学校関係。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（猪狩利衛君） それでは、30ページから災害総括本部生活環境班。ありま

せんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

（ ） 、 。 。〇議長 猪狩利衛君 なければ 総括で承ります 災害に対する何でも結構です

６番、宮本皓一君。

〇６番（宮本皓一君） 今回予算化した児童生徒に持たせる線量計、これ児童生徒

はもちろんなのですが、議会のほうにもお願いしたいと思うのですが、その辺はで

きないのですか、町長。

〇議長（猪狩利衛君） 総務課長。

〇総務課長（滝沢一美君） 今回予算で子供たちにはということで教育委員会のほ

うで予算とりまして現在執行中でございますが、今話がありましたものについては

ちょっと考えていなかったということもありまして、町長とよく相談させていただ

きまして検討したいと思いますので、よろしくお願いします。

〇６番（宮本皓一君） 了解。

〇議長（猪狩利衛君） ほかにありませんか。

14番、関友幸君。

〇14番（関 友幸君） これまで我が町に対して全国からまた外国からもあるかも

しれませんが、いろいろな支援をいただいていると思うのです、物資とか。そうい
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った一覧表みたいのは、これから避難者の方にニュースか何かの中でやっぱり公表

していったほうがいいのではないのかなというふうに思うのですが、今まではちょ

っとそういう部分は触れた記憶がなかったのですけれども、差し支えなければそう

いった広報もあってしかるべきではないのかなというふうに思うのですが、そうい

ったことを考えているかどうか。

〇議長（猪狩利衛君） 町長。

〇町長（遠藤勝也君） 義援金は出していますが、物資とかそういう関係は出して

いません。出すようにいたしたいと思います。

〇議長（猪狩利衛君） ほかにありませんか。

８番、高橋実君。

〇８番（高橋 実君） 可能だとは思うのですけれども、町内にあるごみ収集場、

生ごみとかいろいろあったのだけれども、今まで入られなくなって放置したもので

カラスとか野犬とかにかなり散らかされていると思うのですけれども、何らかの形

で収集して南部センターで処分できるのであれば、早いうちに何らかの形でやって

いただきたいのですけれども、そこら辺どうでしょうか。

〇議長（猪狩利衛君） 緑川君。

〇生活環境課長（緑川富男君） 今言ったものについては、まず現地を十分確認さ

せていただきまして、今の広域でも広野、川内の部分については焼却という形でや

っていますので、その焼却方法についても広域のほうとちょっとお話をさせていた

だいて、できるものであればそういう形で実施したいと思っております。

〇議長（猪狩利衛君） ８番、高橋実君。

〇８番（高橋 実君） なるべくやれるように広域のほうと話をしてもらって、あ

くまでも線量云々という問題だけだと思うのです。あと、収集のほうは広域さんの

ほうでできないのであれば、町のほうで一般収集持っているところにお願いしても

支障がないと思いますので、一般収集、一般廃棄物の収集許可持っているところに

お願いして、それを南部なら南部のほうに受け入れしてもらえる段取りさえ組めば

可能だと思いますので、町長、ここら辺よろしくお願いしたいのですが。

〇議長（猪狩利衛君） 町長。
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〇町長（遠藤勝也君） 広域とよく詰めて、警戒区域といういろんな障害はありま

すが、物によっては支障ないものがあると思うのです。ですから、今の提案につい

てはしっかりと広域と相談して、できるだけ可能にするように努力したいと思いま

す。

〇８番（高橋 実君） お願いします。

〇議長（猪狩利衛君） ほかにありませんか。

５番、高野泰君。

〇５番（高野 泰君） こういういい資料が出ていますので、町民の方にもこうい

う情報をやはり提供してどうかなと思うのですが、それ可能かどうか、そういう面

でちょっと。町民というか、みんなに。

〇議長（猪狩利衛君） 総務課長。

〇総務課長（滝沢一美君） よく確認しまして、出せるものであれば広報等を通じ

て出せるよう検討させていただきたいと思います。

〇議長（猪狩利衛君） ５番、高野泰君。

〇５番（高野 泰君） 町民の方がやはり避難所生活しているので、やはりいろん

な情報を知りたいと思うので、やはりさっきもちょっとお昼休みやっぱり車の軽自

動車の税金の配付をしないのかとか証明書を発行しないのかとかちょっと言われま

したので、とりあえずそういう面でもいろんな情報をやっぱり提供したほうがいい

と思いますので、要望します。

〇議長（猪狩利衛君） 答弁いいですね。

総務課長。

〇総務課長（滝沢一美君） よくわかりました。先ほども話ししましたが、執行部

の中でちょっと精査させていただきまして、情報については広報のほうでお知らせ

したいと思いますので、ご理解ください。

〇議長（猪狩利衛君） ほかにありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（猪狩利衛君） それでは、ここで休議をいたします。

休 議 （午後 １時５２分）
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再 開 （午後 ２時１７分）

〇議長（猪狩利衛君） 再開します。

ただいまご提案をいただきまして議運を開かせていただきました。その結果につ

いて皆様方にお諮りをいたしたいと思います。全協の内容については、３つほどあ

るのですが、まず１点目、富岡町復興に関する特別委員会の設置についてでありま

す。これについては全員で委員会を設置する。あと２番目は、皆さん、私から言う

までもないのですが、これまでも議員の定数問題はいろいろ話をされてきておりま

したが、これまで過去２回、私議長になってから２回減らしたわけですが、基本的

には１年前ということで条例を改正したわけです。今回は、皆さんご承知のとおり

未曾有の大震災ということで、全く町の存在が方向性がなかなかつかめなかったと

いうのが現実であります。６月にも実はそのような考えをしたのですが、また先が

見えないということでいま少し状況を把握しようかということであったわけであり

ますが、いよいよ議会の改選が県会議員は11月の20日ですか、さらには地方、郡内

でも４ケ町村ですが、議員の選挙あるいは大熊の町長選挙、これが行われることに

決定をいたしました。そういう状況から踏まえると、我々も来年の３月いっぱいが

任期であります。こういうような状況の中で議員定数の変更体制ということはいか

がなものかと思いましたが、やはりいろいろお話を聞いてみますと、やはり大きく

人口はダウンするであろうというような状況と、当分の間はこういうような避難生

活で続くのではないのかというようなこともあります。いろいろそういう状況を踏

まえて、やはりこの際議員の定数を特別委員会としてつくって検討すべきではない

のかというようなことになりました。そして、できれば12月の定例会までに結論を

出して、そして来年の３月の改選に新条例で対応するというふうにしたいというよ

うな今考えております。私は、この問題はずっと考えておったわけですが、いずれ

にしてもそういう状況で、今定例会に特別委員会を設置するということ、議員等、

議員の定数等とつきましたが、等というのはやっぱり議員がある程度かわると常任

委員会も２つ分になってしまうこともありますし、そういうのの協議をしていただ

くために議員定数等ということをつけましたので、これも特別委員会、２つの設置
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です、今定例会にひとつ議員発議で出していただくということであります。

それから、いま一点は県庁の移転問題。今どき云々ということいかがなものかと

思いましたが、いずれにしましても郡山市にはかなりの我々はお世話になっておる

わけです。郡内でも後で説明させますが、何カ所か決定したところがあるようであ

りますが、県庁の今の状況を見ますと、大震災でかなり県庁が傷んでいるというこ

とで、いつその議論に入ってもおかしくないというのが今の現状のようです。そう

いうことで我々は、やはり郡山に世話にはなっておりますけれども、地域的にもや

っぱり中心地である郡山ができるなら妥当だろう、そのほうがいいのではないかと

いうような私も判断をいたしまして、一応議運で協議をお願いしたわけでございま

す。それを全協に出すということで全協で検討するということでありますので、そ

の辺については皆さん方にひとつご理解をいただきたいなと。今どきということで

もこれはこのような状況ですから、しばらくの間は県庁というのは県の中心として

果たしていないと思うのです。耐震問題もありますから、場合によってはどういう

ところの、いわゆる激甚災害を利用してとかそういう場合も補助金を利用してやら

ないとも限らないというような県議の声もあります。いろいろやった場合には、や

っぱり郡山は我々の地区が一番いいのです。30分以上早く県庁に来れるという地域

的には今のところは福島が一番遠い地区になっていますから、我々のところ。そう

いうことですから、これはだんだん労力的な問題はないので、ただ皆さんのこれ要

望書ですから、同意をいただければいいと。そして、先ほど議運の中では議決する

という話をしましたが、要望書の場合は皆さんの同意があれば有効だということな

そうです。だから、全員協議会でも有効だというような、先ほど議運の方々に申し

上げてございませんでしたが、そのような状況であるようでありますので、この辺

についてもこれは同じく12月の定例会に向けての12月に全協を開いてその中で決定

する……

〔 これに了解もらえば果たしていいわけですか」「

と言う人あり〕

〇議長（猪狩利衛君） いや、前に出して、だから、一度考えてください。そんな

急ぐ問題でないから。
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〔 議長、９月です」と言う人あり〕「

〇議長（猪狩利衛君） ９月ね。

〔 12月まで延ばすのは大変だ」と言う人あり〕「

〇議長（猪狩利衛君） ９月までひとつ頭で考えてみてください。そして、オーケ

ーとなれば……

〔 いつオーケー出すの」と言う人あり〕「

〇議長（猪狩利衛君） いや、９月のだから……

〔 いつやるの」と言う人あり〕「

〇議長（猪狩利衛君） ９月の定例会のときも集まったときに全員協議会開いてや

ったって。

〔 全協やるのね」と言う人あり〕「

〇議長（猪狩利衛君） うん。全協をやるようにということです。

〇事務局長（角 政実君） 議長、よろしいですか。

〇議長（猪狩利衛君） はい。

（ ） 、 、〇事務局長 角 政実君 では 今回全員協議会の席上で一応ご承認いただいて

これを９月の定例会の議員発議として提案する予定でございますので、その際は採

決のほうをお願い申し上げたいと思います。

〇議長（猪狩利衛君） １、２番の問題だぞ。特別委員会。

〇事務局長（角 政実君） ええ、県庁移転の。

〇議長（猪狩利衛君） 県庁移転は、そのときの全員協議会でご承認もらえばいい

というから、議題として定例会では議案としては出さない……

〔何事か言う人あり〕

〇事務局長（角 政実君） いや、確かにここで採決いただければ、もう全員協議

会で採決いただければ、一応効力発しますので、このまま要望書を提出したいとい

うふうには思いますが、その点よろしいでしょうか。

〇議長（猪狩利衛君） 今のことを、９月の定例会……

〇事務局長（角 政実君） それを９月のほうに出そうとしてちょっと。

〇議長（猪狩利衛君） ９月の定例会の全員協議会で決するということで、今提案
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しただけだ。

〇事務局長（角 政実君） はい、わかりました。

〇議長（猪狩利衛君） それでいいでしょう。

〇事務局長（角 政実君） はい。では、もう一度全員協議会を開いてという形に

なりますね。

〇議長（猪狩利衛君） ９月にね。

〇事務局長（角 政実君） ９月にね。

〇議長（猪狩利衛君） ９月の全協。

〇６番（宮本皓一君） ９月の全員協議会というのは、議長、あれですが、開催中

に全員協議会を開くということですか。

〇議長（猪狩利衛君） 多分そうだと思います。わざわざこの問題について、その

ほか問題あれば、これは別に開きますけれども、わざわざこのためには開く必要な

い。

〇事務局長（角 政実君） では、議長、私本当にあれですが、確認させていただ

きますが、議員発議としては提案した、よろしいと考えてよろしいですか。

〇議長（猪狩利衛君） そうそう。

〇事務局長（角 政実君） はい、わかりました。

〔 要望活動 「要望活動だけ」と言う人あり〕「 」

〇議長（猪狩利衛君） 要望活動を議運のほうにも協議をいただいたのですが、県

の、国のほうのスタッフもかわりましたし、これから補償問題とかあるいは復興問

題とかもろもろの問題がありますので、そういう重要な所管に対しての要望、その

箇所等には議長にご一任をいただいて、そして今回は東京電力だというふうに言っ

てもしようがないですから、東電は省きます。そのほか時間があれば地元選出国会

議員というような形で要望活動をしたい。これは、10月の大体中旬か下旬になろう

と思いますが、10月の中旬あたりかな、今のところまだ検討しておりませんからわ

かりませんが、いずれにしても10月に要望活動をやるということだけを今ご確認を

いただければありがたいです。これは、やることには異議ございませんね。

〔 なし」と言う人あり〕「
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〇議長（猪狩利衛君） では、そのような形で、では議長と副議長、それでは事務

局に場所、日程等はお任せいただきたい、そのようにお願いしたいと思います。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（猪狩利衛君） あとは私のほうからはありませんが、皆さんから何かあり

ますか。

〔 これをつくることに異議ございませんかと諮「

っていないです。決をとっていないです」と

言う人あり〕

〇議長（猪狩利衛君） これは、つくることなら異議ない、言わないのだから異議

ないでしょう。

〔 聞いてない」と言う人あり〕「

〇議長（猪狩利衛君） 特別委員会を２つつくることに異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（猪狩利衛君） だから、今なしということになりましたね。

〇11番（渡辺三男君） つくることは異議ないのですけれども、どういうメンバー

を構成するのか。

〇議長（猪狩利衛君） それもだから、今の段階では……

〇９番（堀川一也君） 条例をつくってから。

〔 全員だ 「どっちも全員」と言う人あり〕「 」

〇議長（猪狩利衛君） 皆さんのいいように。

〔 全員だな」と言う人あり〕「

〇議長（猪狩利衛君） 全員でいいでしょう。特に限定するなんていうのは一番重

要なものとしては。

〇６番（宮本皓一君） 議長、それに対して、では一言。これ９月の定例議会で議

員定数を考える特別委員会つくりますよね。

〇議長（猪狩利衛君） はい。

〇６番（宮本皓一君） 12月に決定を見て、もう３月にはそれを施行しろというこ

となのだけれども、余りにもたった３カ月で乱暴でないですか。
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〇議長（猪狩利衛君） その辺の考え方さっき言ったように。だけれども、この後

となったらあと４年もですよ。

〇６番（宮本皓一君） でも、三、四年後というのは、実際これ議長が町民が激減

するだろうということを言っていますけれども、帰れる見込みが出てくるのが恐ら

く５年後だと思うのです。次に選挙やって……

〇議長（猪狩利衛君） それは、余計黙っていて銭もらわねえだ。

〇６番（宮本皓一君） 銭減らなくたって構わないですよ。

（ ） 、 、〇議長 猪狩利衛君 言うのはわかるのだけれども 何を今となってうまいこと

何もすることないのだ、土木も何も除染の手伝いは東電というし、これはこうだと

言うし。

〔 そんなことねえ」と言う人あり〕「

〇議長（猪狩利衛君） いずれにしても、特別な事情があればということで、３カ

月ぐらいの間でということになるのだけれども、だから私も考えたのだけれども、

これを逃せばあと４年後でしょう。中間に改選だということはあり得ない。

〇６番（宮本皓一君） だから、それでおれも強く言わないけれども、実際20から

18に定員を削減したときに新人が出なかったです。それで、16にしても新人が出な

い。これまた削減ということ、削減ありきでもう話しするのでしょうから、そうい

うことになれば、これなかなか新人の芽って摘まれてしまって、富岡町の議会とい

うのは年寄りばっかりでやるような議会になりかねないのではないですか。

〇議長（猪狩利衛君） それは、逆になるよ。

〇６番（宮本皓一君） え。

（ ） 。 。〇議長 猪狩利衛君 それ言っているの逆だ あのまま16で引っ張れば定員です

このまま16で引っ張れば定員のおそれあるという。

〇６番（宮本皓一君） 定員のおそれ。

〇議長（猪狩利衛君） うん。あるいは減、二、三名の減。

〇９番（堀川一也君） 定数減のおそれあるという意味。

〇６番（宮本皓一君） 立候補が。

〇議長（猪狩利衛君） うん。もちろん引っ張ったほうが。定数までは……
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〇６番（宮本皓一君） この議会、この震災のために今の議員は要らないという人

がいっぱいいるのだ。いるのだて。

〇議長（猪狩利衛君） あとやめるのも３人も４人もいるから心配するなて。すぱ

っと思い切って４人か５人やってくれ。いや、そうだよ。

〇14番（関 友幸君） 議長は、最後のあれでそんなこと言うのだべな。

〇議長（猪狩利衛君） それで、大いに頑張ってください。

（ ） 。〇11番 渡辺三男君 特別委員会の中で議論することは大いに結構だと思います

ただ、災害何だっけ。

〔 災害復興」と言う人あり〕「

（ ） 。 、 、〇11番 渡辺三男君 災害復興のところで いや これも大いに結構だけれども

地震も含めると一番の目玉は原子力災害ですから、だからこれを設置であれば反対

はしないですけれども、原子力特別委員会のなしの部分、なしにはなっていないで

すからありません。

〇議長（猪狩利衛君） 今のところは休止。

（ ） 、 。〇11番 渡辺三男君 休止しているけどがありますから それをもうなしに設定

きちっと段階を踏んでやらないと。

〇議長（猪狩利衛君） あったって休止は休止だ。原子力の特別委員会が活動でき

るというときには、全協でやらなくたって。

〔何事か言う人あり〕

〇議長（猪狩利衛君） では、そんなことでひとつ。

〇15番（三瓶一郎君） 議員定数に関する委員会につきまして、これは前回４年前

には区長会から議長あてに減らしてはどうかという話があったので、それで議長は

我々議員にこれはそうしたいという話で、それで議長は、では委員会をつくろうと

あのとき言われて、７人で各常任委員会から２名ずつの、私当時選ばれて私がなっ

て７人でやったのです。やっぱり、でも議長にその前にお願いしておきたいのは、

果たして来年の３月に選挙ができるかどうか。というのは、きのう産業建設常任委

員会で今度農業委員会の選挙が６カ月延びるということで総務省のおくれがあった

ということなのです。だから、今議長が来年の３月中には町会議員選挙があるだろ
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うと言うけれども、私は逆にないと思うのです。そういう経過があって、ああいう

結果で非常に町民も喜んだということで、私はあのときの議長の采配は立派だと、

こう思っているのです。ですから、今度もそういう特別委員会を組んでおやりにな

ったほうが私はいいのではないかな。

〇議長（猪狩利衛君） では、賛成ということですね。

〇15番（三瓶一郎君） は。

〇議長（猪狩利衛君） 賛成ということでしょう。

〇15番（三瓶一郎君） いやいや、賛成ではなくて、全員でやるのではなくて……

〇議長（猪狩利衛君） 今度つくるのです、特別委員会。

〇15番（三瓶一郎君） いや、全員ではなくて、特別委員会を別に７人ぐらいでや

ったほうがいいのではないですか、こう私は言っているのです。

〇議長（猪狩利衛君） どうですか。このぐらいでやれということらしいのだけれ

ども。

はい、どうぞ。

〇14番（関 友幸君） 今三瓶さんが代表を選んでやるべきだと言ったけれども、

私は全員でやったほうがいいと思うのです。

〇議長（猪狩利衛君） 全員と７人でやったほうがいいと思うとどちらが多いか。

全員に挙手を願います。

〔挙手多数〕

〇議長（猪狩利衛君） では、全員で結成することに決定します。

いずれにしても、さっき宮本皓一君にも言われましたとおり、３カ月という間に

ついては、非常に私も心苦しいのですが、時が時だけに、またこれがそのまま続く

としますと、何仕事やっていたか方向つかなくなってしまう。町民の全く批判を仰

ぐだけだ。ただ、今回も実は区長会から話はあったのです。そういう文書は出ませ

んでしたけれども、いや、それは私はそれ出たからどうこうということ聞くだけは

聞きますと。それは、議会で決めますからということで話は返答はしましたけれど

も。区長会より議員定数について議長、どう考えているのだということで口頭で来

たのです。今の状況では、これはまだちょっといま少し検討するからと、今のとこ
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ろは考えていないと言ってやったけれども、これは前の話だから。

〇14番（関 友幸君） 議長、いいですか。前の定数のときも区長からそういった

、 、提言があったとかというので始まったけれども これは後から区長に聞いてみたら

そういう議題は全然やっていないのだという話だったのです。

〇議長（猪狩利衛君） 何。

〇14番（関 友幸君） そういう話は、全然区長会の中では……

〇議長（猪狩利衛君） あれ区長会ではやっていない。

〇14番（関 友幸君） やっていないでしょう。

〇議長（猪狩利衛君） 今回だって三瓶一義は会長でないから。あれは復興委員会

の委員長なのです。

〇14番（関 友幸君） だから、区長会がそんなことを提起する人はいないのだよ

ね。

〇議長（猪狩利衛君） だから、私ははっきり言ったのだけれども、こう言われた

、 、 。のか ああだとか言われると おれもへそ曲がりあれだからむしろやらないかなと

議会のことは議会で考えたらということを議員としてやりました。だから、今皆さ

んの言うことで了解もらって特別委員会をつくるということですから、これは本当

に異例の異例ですけれども、３カ月の間に改選して選挙前に訂正するというのは、

しかし……

〔 いやいや、訂正すると決定していないよ」と「

言う人あり〕

〇議長（猪狩利衛君） だから、三男君があれだから、委員長でどうか。

〔何事か言う人あり〕

〇議長（猪狩利衛君） そんな無責任な男でないから。無責任な男は、そんなのう

ちの議会にはいないから心配することない。

〔 局長、これ説明ないのか」と言う人あり〕「

〇議長（猪狩利衛君） 局長。

（ ） 。〇事務局長 角 政実君 事務局のほうからちょっとご案内させていただきます

議員派遣の件でございます。９月16日の日付で福島県町村議会議長会会長より町村
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議会議員研修会の開催についてご案内がありました。お手元に配付した通知のとお

りでございます。日にちは、10月27日木曜日、１時から４時10分まで。場所は、郡

山ユラックス熱海、多目的ホールでございます。これについて参加するか否か、採

択決議いただきたくご審議いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

〇議長（猪狩利衛君） それでは、ただいま事務局長から提案されたとおりであり

ます。これは、毎年やっているやつだよね。これは、参加することにご異議ござい

ませんね。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（猪狩利衛君） では、そのように決します。

〇事務局長（角 政実君） では、改めて出欠の確認のご案内をさせていただきま

すので、よろしくお願い申し上げます。

〔何事か言う人あり〕

〇６番（宮本皓一君） 議長、発言を許してください。

実は、きょう私は配付になったのですが、まだ配付を受けていない議員もおりま

す。こういうものについては、全員協議会も前にもやった。それで、そういう席上

でも来ている議員もいれば、まだ見たこともないという、こういうえこひいきとい

うのは議長がそうすべきだということを局長にちゃんと言ってやっているのか、そ

れとも……

〇議長（猪狩利衛君） 悪いのはみんな議長が悪いですから。

〇６番（宮本皓一君） それをまだ配付になっていない人もいますので、どうぞ配

付してやってください。

〇議長（猪狩利衛君） 何だ。きょうやれという。

〔何事か言う人あり〕

〇議長（猪狩利衛君） あとないね。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（猪狩利衛君） 以上をもちまして本日の全員協議会を閉じます。

閉 会 （午後 ２時４６分）
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